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平成２６年第３回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                            平成２６年９月５日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ２３番 平山啓子議員 

      １．解禁から１０年を迎えた自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について 

      ２．障害者就労施設等からの物品購入について 

      ３．いつまでも健康で歩き続けるために 

      ４．「子ども部」の設置について 

    ２ 番 星 宏子議員 

      １．本市における熱中症対策について 

      ２．家庭教育支援の充実について 

      ３．除染作業について 

    ４ 番 齊藤誠之議員 

      １．那須塩原市の住みよさランキングについて 

      ２．ふるさと納税について 

      ３．小中一貫校について 

    １１番 髙久好一議員 

      １．不登校対策について 

      ２．全国学力テストについて 

      ３．職員の待遇改善について 

      ４．米価対策について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆君） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

  議員各位に申し上げます。６月６日付議会運営

委員長名での通知及び報告でお願いいたしました

会派代表者質問及び市政一般質問において、質問

者は答弁者の指名を行わないことの申し合わせ事

項の徹底を、再度確認をお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 君 

○議長（中村芳隆君） 初めに、23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 皆様、おはようございま

す。 

  議席23番、公明クラブ、平山啓子でございます。

４項目ほど質問させていただきます。 

  まず、第１項目め。 

  解禁から10年を迎えた自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）について伺うものです。 

  ＡＥＤの使用が一般市民に解禁されてから、こ

とし７月１日で丸10年がたちました。普及台数は

53万台を超え、救急搬送された心肺停止傷病者の

うち、現場に居合わせた市民によってＡＥＤを含

む応急手当が実施された割合は毎年伸びておりま

す。しかしながら、いまだ半数以上が救急隊が到

着するまで何も手当てされないのが実情です。 

  そこで、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴本市のＡＥＤ設置箇所と台数についてお伺い

いたします。また、ＡＥＤを使った事例について

も伺います。 

  ⑵ＡＥＤ設置箇所の関係者は救命講習を受けて

いるのかお伺いします。また、受けている場合に

は、講習を受ける意義について、どのように考え

ているのか、あわせてお伺いいたします。 

  ⑶ＡＥＤのメンテナンスは、十分に行われてい

ますか、お伺いいたします。 

  ⑷24時間営業のコンビニエンスストアを、いつ

でも誰でも使えるＡＥＤの拠点にしてはどうか、

市の考えをお伺いいたします。 

  ⑸ＡＥＤマップを整備するお考えについてお伺

いいたします。 

  以上、第１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） それでは、１、

解禁から10年を迎えた自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）についてお答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の本市のＡＥＤ設置箇所と台数につ

いて、また、ＡＥＤを使った事例についてお答え

いたします。 

  市内における設置台数につきましては、把握を

しておりませんけれども、市の公共施設について
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の設置箇所は96カ所で、台数も96台でございます。 

  また、使用の実例でございますけれども、今年

８月26日現在においての実績になりますけれども、

平成20年度に１回、それから平成25年度に１回、

今年度２回の合計４回の使用の実績がございます。 

  次に、⑵のＡＥＤ設置箇所の関係者は救命講習

を受けているか。また、受けている場合には、講

習を受ける意義についてどのように考えているか

についてでございますけれども、市のＡＥＤ設置

施設の職員については、特に資格の取得を求めら

れているところではございませんけれども、設置

施設においては、ＡＥＤを使用する場面に遭遇す

る可能性が高まることからも、ＡＥＤの使用に関

する講習を受講しているところでございます。 

  次に、⑶のＡＥＤのメンテナンスは十分に行わ

れているかについてでございますが、ＡＥＤはい

ざというときに備えるという装置の目的からも適

切な管理が求められておりますので、市の各ＡＥ

Ｄ設置施設管理者へは、日常点検と交換時期のあ

る消耗品の適正管理について徹底を図っていると

ころでございます。 

  次に、⑷の24時間営業のコンビニエンスストア

をいつでも誰でも使えるＡＥＤの拠点にしてはど

うか、市の考えについてですが、救急救命の観点

からは、ＡＥＤの設置箇所がふえることはとても

望ましいことであると考えます。 

  その中でも24時間営業のコンビニエンスストア

は、救助者にとって目印となりやすく、かつ、利

用しやすい施設の一つでありますが、そのＡＥＤ

の設置につきましては、施設管理者の考えに委ね

られることになろうかと考えているところでござ

います。 

  次に、⑸のＡＥＤマップを整備する考えについ

てでございますが、市内の公共施設については、

市のホームページで設置箇所とともに、地図情報

も公開しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、再質問いたし

ます。 

  本市の、今ご答弁をいただきました。本市にお

きましても、本当に全公共施設というくらいに設

置箇所が96カ所、96台とのご答弁がありましたが、

設置場所についてはどうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 設置場所という

のは、配置の関係という意味合いというご質問で

よろしいでしょうか。そういう理解ということで、

ちょっとお答えを申し上げたいと思いますけれど

も、ＡＥＤ設置のために特に市の施設を設けると

いうことはなかなかできないところでございまし

て、既存の施設につけるということで、なるべく

多くの箇所につけるという考えで設置をしている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） すみません。質問がちょ

っと悪かったかもしれません。 

  設置場所というのは、それぞれの台数が、どう

いうところに置いてあるのかということなんです

けれども。すみません。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 例えば、この庁

舎であれば、１階の正面玄関入ってすぐ左側にご

ざいますけれども、そういうようなＡＥＤの建物

における位置関係というようなご質問かと思いま

すけれども、全部96カ所申し上げるのも、なかな

か時間をかければ当然できることでございますけ
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れども、どの程度、例えば代表的なところで庁舎

を申し上げますけれども、この本庁舎につきまし

ては、１階正面入って、正面玄関の左側のところ

にございますけれども、西那須野支所でございま

すと正面玄関のところ、それから塩原支所は公民

館の図書コーナー、それから黒磯保健センターは

センターの玄関、西那須野保健センターは、セン

ター事務室。 

  建物全部ちょっと確認したわけではございませ

んけれども、比較的目立つところにあるのではな

いかというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） やはり、どちらかという

と、庁舎内とか学校関係、公民館関係でいえば、

例えば職員室の中とか、そういうところに設置さ

れているんではないかと思われるんですけれども、

公共施設は主に土曜、日曜、祭日が休みと思いま

す。そういう中で、いざというときに、それが本

当にお役に立てる場所になっているか、本当にそ

れで機能が果たせるのでしょうかという意味も含

めてのあれなんですけれども。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 例えば、その施

設が閉館をしているようなときには、基本的には、

その施設を訪問する人というのはおりませんけれ

ども、そこの施設にあって、外部で倒れている人

を発見した人が使いたいと、そのような場合を想

定すれば、現実的には使えないということになろ

うかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） やはり、どういうときに

使用するかというのは、これは待ったなしという

か想像もつかないことなんですけれども、やはり

今後設置場所については、外に置くというのはち

ょっと無理なんですし、ちょっと盗まれちゃった

という件もあるので、やはり設置場所については、

今後ちょっと見直して使い勝手のいい場所という

か、そんなふうな方向でも考えてもらえないかな

と思うんですけれども、設置場所についてちょっ

とまた再度お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 建物の管理全般

につきまして、私からなかなかお答えしにくいと

ころもございますけれども、基本的に施設のＡＥ

Ｄは、その施設を訪問されている方の使用を前提

にしているかと思います。外部で、たまたま施設

の近くの道路を通っている方が倒れたというとこ

ろまでの対応というのは、なかなか外部に設置し

ない限り難しいところがあるのは事実でございま

すけれども、なかなか先ほど議員が申されました

ように、誰でも好きにということになれば、いざ

というときにはないなんてことにもなりかねませ

んので、なかなか難しいところはあるかと思いま

すが、他市の事例なんかも含めてちょっと研究を

させてもらえればと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、⑵のほうに質

問を移ります。 

  通報を受けてから救急車が現場に到着する所要

時間は全国平均で７分から8.3分というふうにデ

ータが出ております。心肺停止の場合は、現場に

居合わせた人が、何もしなければ致命的になりま

すし、だからこそ勇気を持って心肺蘇生を行うこ

とが大切であり、一般市民も講習を受けられる機

会が本当に必要になってまいりました。 
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  そこで、ＡＥＤ設置施設の職員の方々は、先ほ

どもご答弁がありましたように、ＡＥＤを使用す

る場面に遭遇する可能性が高いところからも、講

習の受講は、全員が受講されているのでしょうか。 

  また、今までに受けていられている方も、これ

は２年に一度更新されるのが理想と聞いておりま

すけれども、この点についてもお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 例えば本庁です

と、私どもも含めて全員が、その施設に関係する

人間ということになってまいりますので、施設に

関係する職員ということになれば、基本的には市

職員は全員ということに極論を申せばなるのかと

思いますけれども、本庁内のような大きなところ

は、そういうわけにはまいりませんので、全員が

受けているということはないところでございます

けれども、例えば公民館ですと、新たに公民館に

赴任を、着任というか異動をしてくるという、そ

ういうような職員については受けるようにという

ようなことで行っているところでございます。 

  ただ、２年に一度、あるいは３年に一度、１回

受けたから忘れないようにというような講習を受

けているかというところまでは把握しておりませ

ん。申しわけございません。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） これは私もそうなんです

けれども、私も何年か前に受けて、もうとっくに

期限切れになっていて、本当に最近受けなきゃい

けないなと感じている者の一人なんですけれども、

やはり、例えば庁舎の職員の方で受けた方が、い

ざというときに、たまたま使える方がお休みだと

か、そのときに、じゃ、果たして誰がやるのと茫

然と見ているというわけにもいかないので、確か

に全員が受けるというのは、なかなか大変でしょ

うけれども、順次全員が講習を受け、いざという

ときに備えて使えるような方法もぜひ取り組んで

もらいたいと思います。 

  これは、あるホテルのロビーに勤務している壮

年の方なんですけれども、やはり１日に何百人も

訪れる施設なので、いざというときに備え訓練を

重ねているというような声も聞いております。 

  また、一般市民が心肺停止状態の人を発見し、

その場でＡＥＤを使用した場合の１カ月後の生存

率は、未使用の場合よりも約4.4倍高いと言われ

ております。 

  しかし、市民によるＡＥＤの使用率は、2012年

度においては、まだまだ3.7％という低調な結果

なんです。やはりこれは、ＡＥＤが普及されたと

しても使い方がわからなければ宝の持ち腐れで、

「これでは10年前と同じだ」と施設関係の方も言

っていましたけれども、やはり使い方がわからな

い人が多くて、またフル活用されていないのが現

状だと思います。 

  そこで、本市において、一般市民への受講率を

高める取り組み、また、いろいろな講習の呼びか

けなんかは、どのようになされているのでしょう

か。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 特に現時点にお

きましての一般市民の方へのＡＥＤの使用につい

ての講習というのをやったというような事例はな

いように思います。 

  ただ、若干ご質問から外れるところがあるかと

思いますけれども、先ほど使用例が４件あったと

いうようなことで申し上げましたけれども、その

うち１件につきましては、来庁の方が倒れている

ということで消防に連絡したところ、消防のほう

からＡＥＤを使用してというような指示を受けて
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使用しようとしたところ、機械のほうで、電気シ

ョックといいますか、それを与える必要がないと

いうような、機械のほうがそういう判断をしたと、

ということで、現実には心臓がとまっていたとい

うよりは、クモ膜下ということで運ばれて、命は

取りとめたというような事例もございますので、

議員おっしゃるとおり講習は確かに必要かと思い

ますが、それとあわせまして、今、機械がそうい

う判断もしてくれるようになっていますので、積

極的に使うというようなことを広く広めることも

重要なのかなと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） やはり今、いろいろな事

件、事故が、予想もしないようなことが起きてい

る中で、やはり一人一人が、やはりそういう前向

きに、じゃ、私もそういうのを受けてみようかと

いうのもふえているのも現実だと思うんです。 

  また、ぜひとも自主防災組織、また婦人団体な

んかにも、市のほうから、やはりそのような講習

の呼びかけを今後やっていただきたいなと思って

おります。 

  やはりまた、受けるのも、やはり本当に形式的

な講習ではなく、気持ちのスイッチをどう入れる

かが大事であるということも、ある方が言ってお

りました。正しい認識を持ってもらうことが、い

ろいろなＡＥＤの使うことの怖さとか、先入観を

乗り超えて、ＡＥＤの活用が一段と進む鍵になる

ということです。たとえ助からなかったとしても、

今の事例ではないですけれども、心肺蘇生を行っ

た人が罪に問われるということはありません。む

しろ、何もしなかったことが問題であるのではな

いでしょうか。ＡＥＤは、先ほどもご答弁にもあ

りましたように、電気ショックによる除細動が必

要な人にしか働かない、必要かどうかは診断する

のは機械でもあるということで、そういう知識を

一人一人が持つことが大事じゃないかと思います。 

  これは、やはりほかでの例なんですけれども、

最近の2011年に埼玉県の小学校の駅伝の練習中に

亡くなった女の子の例ですけれども、やはりこれ

は救急隊員が到着するまでの間、11分間あったそ

うです。そのときにＡＥＤを含めた救急措置が、

救命措置が行われなかったと言っておりました。

学校関係者は、何と２週間前に救命講習を受けて

いたにもかかわらず、誰もが気持ちのスイッチが

入らなかったというんですね。その人が突然倒れ

て、反応がなく、呼吸がおかしいと思ったら、と

にかく胸を押すこと、迷ったらとにかく心臓マッ

サージを優先的にやってみる、いざというときに

役立つものは、シンプルイズベストの考え方だと

いうことを言っておりました。 

  本当に、本市におきましても、救命率を高める

ために、全職員がやはり順番で、本当に一人一人

がそういうのを受講して、いざというときに備え

ておくものではないかと考えております。 

  また、いざというときに、なかなか本当の立派

な救急救命士さんでも仕事以外の現場で、違うと

ころに離れた場合に果たしてできるかということ

で、やはり大変な思いをして命を救ったという例

も聞いております。 

  また、順番が常に頭にインプットされてないと、

いざというときに、こんな大事な場面に私たち素

人が手を出していいのかとか、そういうようなち

ゅうちょするような気持もあると思うんですね。

そういうときに、あるところでは、講習を受けて

も忘れがちな心肺蘇生の手順、心構えを、誰も口

ずさめる童謡の曲に乗せて歌って、その手順を覚

えるという自治体もあります。 

  例えば、「もしもそのとき君がいたら、勇気を

出して始めよう。意識なければ、応援呼ぼう119
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番、ＡＥＤなど」。これは童謡の歌詞に乗って、

皆さんが口ずさんで、その順番を忘れないように

しているということでした。 

  ⑶のほうに入ります。 

  ただいまＡＥＤのメンテナンスは、日常点検と

交換時期のある消耗品の適正管理については徹底

して行っているということで、安心いたしました。 

  いざというときにバッテリーが切れて役立たな

かったというケースもあります。今後も徹底した

管理をお願いいたします。 

  ⑷のコンビニに設置ということで質問いたしま

す。 

  これは、確かに設置義務はございません。設置

管理者の考えに、確かに委ねられると考えられま

すけれども、やはり先ほども言いましたように、

公共の場では、確かに広がりました。しかし、救

急搬送される心肺停止の患者の約７割は、一般家

庭からと言われております。コンビニは住宅地に

近い場所に、かなり設置されているのが現状です。

それで、いつでも誰でも使えるＡＥＤの拠点にし

ようという試みも全国で広がっているところです。 

  本市におきましても、市内のコンビニ、たくさ

んあるんでしょうけれども、ちょっと数は調べて

ないんでわからないんですけれども、市内のコン

ビニと設置協定を結んで、市民の命を守るために

ＡＥＤの配置をしたらいかがか、もう一度お伺い

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 例えば健康志向

の高まりで、早朝ウオーキングをされる方なども

いる時代でございます。そういうとき、真夜中に

うろうろしている人はどうでもいいというわけで

はありませんけれども、そういうことも含めれば、

コンビニというのは大変有効な設置箇所であると

いうのは、先ほどお答えしたとおりでございます。 

  ただ、そういう認識は同じでございますけれど

も、現時点におきましては、ちょっとそこまでの

考えは持っていないというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） これもやはり先進事例な

んですけれども、やはりそこでは、そういう事件、

事故がかなり多発しているということで、初めは

その市内にあるセブンイレブン、ローソンとか、

その２社、８社あったらしかったんですけれども、

初めはその２社と協定を結んで、市内のコンビニ

に、こちらから設置させてくださいみたいな形に

なるんでしょうけれども、全額市の負担で設置を

させていただいて、その中からも、本当に貴重な

命が助かったという事例もございますので、長い

目で見て本市にも、そのようなコンビニとの提携

を結んで、ぜひ市民の生命第一に考えていってい

ただきたいなと思っております。 

  ⑸のＡＥＤのマップについてお伺いいたします。 

  先ほどのご答弁で、やはり市内の公共施設につ

きましては、市のホームページで設置状況、地図

情報も公開されていると伺いました。 

  それを、確かにＡＥＤが設置されている公共施

設、学校、民間の商業施設等が一目でわかる、網

羅されているマップがあれば、119番通報受けた

消防が一目瞭然で通報者の位置をＡＥＤのマップ

の上で特定して、最寄りのＡＥＤの場所をわかり

やすく伝えることができるということで、これも

消防との連携をとりながら、やはりやっていかな

くちゃならないことなんですけれども、指定避難

所じゃないですけれども、そういうＡＥＤのマッ

プが各施設、公民館なり、そういう公共施設に設

置してあれば、すごく便利というか、急を要する

場合に、一刻を争う救命現場での時間ロスにもな
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るんではないかと思われますけれども、この点は

いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） マップの件でご

ざいますけれども、先ほども申しましたように、

市の施設についてはホームページで公開、地図も

お示しをしているところでございます。 

  それから、先ほどはお答えをしてございません

けれども、財団法人で日本救急医療財団ＡＥＤ設

置場所検索というのを運営しているのがございま

して、その地図上では、全国ＡＥＤの設置箇所と

いうのは示されてございます。ただ、これがタイ

ムリーに、常に正確な位置を示している、あるい

は、もうなくなった施設の整理とか、そこら辺が

どうなっているかというところまではちょっと存

じ上げませんけれども、そういうような仕組みも

ございますので、そういうような地図の活用をお

願いできればと思うところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 日本はＡＥＤの普及率が

世界一と言われております。しかし、使い方もわ

からない人も多く、フル活用されていない状況で

あります。現場に居合わせても、不安などから使

用をためらっているケースもある。人の命がかか

っている。大声を出すだけでも構わない。勇気を

出すことから救命は始まると言われております。

講習を受けられる機会をふやしたり、子どもたち

に命の尊さ、勇気の大切さを長い目で教えてくれ

る教育にも展開されていくことと思います。 

  さらに市民への普及、啓発に、ぜひ取り組んで

いただきたいと思います。 

  ２項目めに入ります。 

  障害者就労施設等からの物品購入についてお伺

いいたします。 

  障害者就労施設等からの物品購入を積極的に進

めてもらおうと「障害者優先調達推進法」が施行

され、２年目を迎えたことから、以下についてお

伺いするものです。 

  ⑴本市には障害者就労施設や事業所が何カ所あ

るかお伺いいたします。また、各施設においてど

のような商品を取り扱っているかについてもお伺

いいたします。 

  ⑵「障害者優先調達推進法」で義務づけられた

調達方針の策定状況についてお伺いいたします。

また、その実績についてもお伺いいたします。 

  ⑶本市が購入対象として想定しているものは何

かお伺いいたします。 

  ⑷今後の取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） ２の障害者優先

調達推進法に関連する質問にお答えいたします。 

  まず、⑴の市内の障害者就労施設等の数でござ

いますけれども、14事業所ございます。 

  それから、取り扱っている商品といいますか、

品物でございますけれども、それには、代表的な

ものでございますけれども、パン、あるいは菓子

類、手芸品、木工品、花・苗などがございます。 

  次に、⑵の調達方針の策定状況及び実績につい

てでございますけれども、調達方針は、本市が発

注する物品等の調達の目標を示すものでございま

す。平成26年度の優先調達方針を８月に策定し、

現在ホームページで公表しているところでござい

ます。 

  また、平成25年度の市の公費から支出して購入

した実績は11万5,000円でございます。 

  続いて、⑶の本市が購入対象として想定してい
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るものについてでございますけれども、食品や手

工芸品、農産物などの作製販売される物品、さら

に封入封緘、書類の袋詰め等でございますね、や、

印刷物の折り込みなどの軽作業、除草、清掃作業

などを想定しているところでございます。 

  最後に、⑷の今後の取り組みについてでござい

ますが、庁内に向け、調達方針と障害者就労施設

等がどのような商品や作業を提供できるかを示し

たところでございます。市が発注するものにつき

まして、積極的に調達の推進が図られるよう進め

ていきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  ただいまのご答弁にありましたように、本市に

おいては施設が14事業所あるということで、各西

那須、塩原、黒磯地区のそれぞれの何カ所あるか

教えていただきたいと思います。 

  そしてまた、この14事業所全ての事業所から何

らかの取扱商品は来ていますか。お伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） すみません。ち

ょっと地区ごとに就労施設を分けるという作業を

しておりませんので、若干お時間をいただいてお

答えを差し上げますけれども、ちょっと地区別の

区分が時間がかかるので、ちょっと今申しわけご

ざいませんが、ご勘弁いただければというところ

ですが、商品につきましては、ちょっと全部から

来ているかどうか確認しておりませんけれども、

ざっと見たところですが、全部の事業所からはう

ちのほうに届け出は来ていないように思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、⑵のほうに移

ります。 

  この推進法は昨年の４月に施行され、施設に発

注する商品やサービスの数値目標などを、調達方

針として毎年度まとめるように定められていると

なっております。 

  平成26年度は８月ですから、先月ですね。策定

されて、さらにホームページにて公表されている

と今ご答弁ありました。自治体の罰則はありませ

んけれども、ほかの自治体よりもちょっと策定に

時間がかかったという、その理由をお伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 本来ですと昨年

中に策定というところが求められていたところか

と思います。特にわざとおくらせたというような

事情は、もちろんございません。強いて理由を申

し上げれば、なかなか他の公務でというようなこ

とになろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 昨年度の調達方針は公費

から支出し、購入実績が11万5,000円と伺いまし

た。昨年度の本来の目標はお幾らだったのでしょ

うか。また、主な物品をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 昨年度の購入に

つきましては、特に目標値は設けてございません

でした。 

  それから、昨年度購入した主な物品ということ

でございますけれども、購入した中には幾つか種

類がございますけれども、事業の啓発なんかに使
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えるコースターとか、そのようなものでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、⑶、⑷を続け

て質問いたします。 

  先ほど購入対象で想定しているものはというこ

とで、軽作業とか除草とか、いろいろなもの出て

おりました。確かに、それだけをつくっている施

設ではありませんしね、大量にできるものでもな

いし、なかなかそこも厳しいと思うんです。 

  また、今後の取り組みとして、市が発注するも

のについて積極的な調達の推進ということで、例

えば、間近に控えたイベント、ねんりんピックで

のそのようなご協力というか、そこら辺のところ

何か考えていますでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） ねんりんピック

につきましては、例えば高齢者のチームですとか、

特定の部分について表彰するというようなことは

予定はしてございますけれども、全国から来てく

ださるということで、特に那須塩原市の記憶に残

るようなということで、太鼓判を押された商品と

いうものを想定してプレゼントしたいというふう

に考えているところでございまして、障害者施設

からの調達というのは考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） その今、太鼓判を押す商

品というのは、ちなみにどのようなものでしょう

か。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 申しわけござい

ません。市の特産物ということで、例の牛の太鼓

判が押されているという意味で申し上げたんです

けれども、例えばワインですとか、チーズですと

か、そのようなものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） これは、一つの提案なん

ですけれども、やはり本庁、支所、いろいろな公

共施設に、障害者の方がおつくりになった商品を、

前も何か質問したと思うんですけれども、どこか

そういうコーナーを設けて、常にＰＲするという

か、そのような形はとれないものかなといつも思

っているんですけれども、やはりこういうところ

で市民の皆様に知っていただくというのも大事な

ことじゃないかと思うんですけれども、今後、こ

の件に関してはどうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 本庁ですと、公

設のということではございませんけれども、月に

何度か、そういう障害者施設の方が商品を、狭い

通路でございますけれども並べて販売をしている

というような販売会は、毎月定例的に行っている

ところで、お買い上げをいただいたこともあろう

かと思います。ご協力いただいてありがとうござ

います。 

  支所につきましては、ちょっとそういうことを

していないかと思いますけれども、販売するのも、

そういう通所施設に通っている方ということにな

ってくるかと思います。そういう中で、そういう

常設というのができるのかどうか、通所施設側の

余裕と申しますか、事情と言いますか、そういう

のも当然考えなければならないことになろうかと

思います。ちょっと今、すぐできるとかできない

とか、お答えすることができませんので、研究を
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させていただければと思うところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） その設置をするというの

は、そんな特別難しいことではないんじゃないか

なというふうに思います。やはり、そういうとこ

ろで皆様に知っていってもらうということも非常

に大事だと思います。月に一度、下でパンとか、

いろいろ売りに来ますけれども、やはり関係者の

方だけというのもあるし、やはり市民の皆様に広

く知ってもらうための、やはりあそこの、例えば

市民室でしたら、たくさんいろいろな特産物が飾

ってありますよね。ああいう中の一つに、やはり

こういうのをつくっているんだよって、わかって

もらうということも非常に大事だと思います。 

  また、一つの障害者の工賃アップのためにもつ

ながるかとも思うんですけれども、微力ですけれ

ども、例えば庁内の視察に来たお客様へ、そのお

土産の中にそっと忍ばせるとか、ちょっとおもて

なしふうに、既に皆様ご存じでしょうけれども、

これは箸置きです。これは「ふれあいの森」と書

いてあります。この竹でつくった箸置きとか、こ

れが夫婦の箸置きで150円と書いてあります。あ

とは皆様もご存じのように、牛乳パックリサイク

ル品、これは「こころの里」さんのメモ帳なんか

を、やはりいろいろな確かにお土産もあるでしょ

うけれども、その中に使っていく、ＰＲしていく

ということも、非常に大事なことではないかなと

いつも考えております。 

  また、民間の企業の方にも、この取り組みの輪

を広げるために、情報発信していって、企業の団

体の方にも知ってもらうということも大事じゃな

いかと思うんですけれども、この庁内だけではな

く、企業、民間への情報発信について、どのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） この優先調達の

本来の趣旨は、そこで働く方々の賃金のアップ、

ひいては自立の支援ということでございます。こ

の法律上は、縛っているのは各市町村の購入義務

ということで、民間の方の、企業の購入というこ

とまでは言及していない法律ではございますけれ

ども、本来の趣旨からいえば、広くお買い物いた

だけるということは、より好ましい方向なのかな

というのは思うところでございます。 

  一方、こういう商品をつくる側の企業の需要に

合ったものがつくれるのかとか、作業にしても厳

しい環境で働けるのかとかいろいろございますの

で、そういう施設の方々とお話をしながら、現に

やられているかと思いますけれども、ＰＲできる

部分についてはＰＲをしていきたいというふうに

思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 地道なことですけれども、

何とかもう少し前向きに広げていっていただけた

らなと要望いたしまして、３番に入ってまいりま

す。 

  ３番、いつまでも健康で歩き続けるために。 

  いつまでも元気な足腰を維持したい。近年、介

護予防の観点から、ロコモ、ロコモティブシンド

ローム、運動器症候群と言いますが、注目されて

おります。立つ、歩くといった移動機能が低下し、

寝たきりや要介護になる危険性が高い状態を指し

ます。 

  これらのことを踏まえて、以下の点についてお

伺いいたします。 

  ⑴本市のロコモ予防対策についてお伺いいたし

ます。 

  ⑵ロコモの認知度向上のため、普及・啓発に積
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極的に取り組むべきと考えますが、市のお考えを

お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） ３のロコモティ

ブシンドロームに関するご質問にお答えをいたし

ます。 

  若干、議員が質問の中でご説明くださっていま

すので重複いたしますけれども、ロコモティブシ

ンドロームと申しますのは、筋肉や骨、関節など

の運動器が、加齢や生活習慣などによって正常に

機能しなくなる症状のことでございます。骨粗鬆

症などもこの部類に入るということでございます。

立ったり歩いたりといった日常の基本的な動作に

支障が出て、要介護リスクが高い状態になること

から、その予防対策が近年、注目されているとこ

ろでございます。 

  そういう中で、⑴の本市のロコモティブシンド

ロームの予防対策についてでございますけれども、

まず、若い世代を対象としたものとしては、健康

セミナーの中で運動器の重要性についての啓発を

従来から行ってきたところでございます。 

  さらに今年度は、20歳から64歳までの方を対象

とした健康セミナーや、30歳、35歳の節目健診で

「ロコモ度テスト」というものがございますけれ

ども、そのテストを実施し、意識的に運動習慣を

持つことへの動機づけを図っていく予定でござい

ます。 

  一方、高齢者に対しましては、地域包括支援セ

ンターで実施している介護予防教室やシニアセン

ターでの筋力トレーニングなどの中で、運動器の

機能向上に取り組んでいるところでございます。 

  次に、⑵の普及・啓発に対する市の考えについ

てお答え申し上げます。 

  議員ご指摘のとおり、ロコモティブシンドロー

ム予防対策というのは、介護予防や生活習慣病の

予防の観点からも非常に重要なものと認識してい

るものでございます。各種の検診や健康診断を通

して、若いうちから運動器に関する知識の普及・

啓発を図ってまいります。 

  また、高齢者に関しましては、食べたり話した

りする機能である口腔機能の向上や、栄養改善な

どとあわせて複合的に行うことで、より高い効果

が得られるものになると考えております。 

  今後とも、生涯学習出前講座のメニューにもな

っている「元気もりもり講座」を初め、さまざま

な機会を捉えまして、介護予防の必要性とロコモ

ティブシンドロームを含めた予防対策についての

普及・啓発に取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは再質問いたしま

す。 

  ロコモは今ご答弁にもありましたように、脳卒

中、認知症と並んで、介護予防を阻む３大要因の

一つと言われております。骨や筋肉は、適度な運

動を行い、カルシウムやビタミン、たんぱく質を

栄養をとることが骨を強く丈夫にすることができ

ると言われています。そして健康寿命を延ばすた

めにも、ロコモ予防をしていくことが求められて

いると言われております。 

  本市の今、予防対策として、今年度はロコモ度

テストを実施、また、運動習慣の動機づけとのご

答弁がありましたけれども、具体的にちょっとお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 具体的にと申し

ますのは、ロコモ度テストの中身ということで。 
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  はい、わかりました。 

  大きくは３つあるということでございますけれ

ども、１つ目が、椅子に腰かけた状態から、手な

どの反動を使わずに立ち上がると。両足で立ち上

がる。あるいは片足で立ち上がる。それから椅子

の高さを変える。低くすればするほど、難しくな

るということかと思いますけれども、そういうこ

とから、どのような年代の運動能力があるかとい

うのを、まずチェックするのが１つ。 

  それから、大きく２歩歩いていただきまして、

その歩幅を調べるというかはかる。その歩幅によ

って、年代層を調べるというものが２つ目でござ

います。 

  それから、最後が、ロコモ25というような、25

項目の質問事項がございまして、25個、全部ちょ

っと申し上げることはできませんけれども、「肩

や肘などの痛みはありますか」とか、そのような

質問に答えて、その質問の答えの結果からロコモ

度をチェックすると、そのようなテストでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  今の自分自身でチェックできる「ロコチェッ

ク」と言っているそうなんですけれども、今の３

の中のまた25項目で、誰もが何かしかではかかっ

てくるんではないかなと思って、私もそういう今

年代で、いや、これひょっとするとロコモかなな

んて感じているところなんですけれども、また、

今の予防策として「ロコモトレーニング」で、

「ロコトレ」とも言って、これは家の中でも続け

られる、ましてや効果があるということなんです

ね。 

  そこで、今後の普及・啓発で、健康診断で「メ

タボリックシンドローム」は、大体ほとんど90％

ぐらいに広まったんですけれども、この「ロコモ

ティブシンドローム」は、「それ、なあに」とい

う形で、なかなか名前自体も広まっていないし、

簡単なそういうチェック、また運動で、本当にま

た元気になれるというようなこともあるんですけ

れども、それもまた市のホームページに、そのロ

コモの解説とか予防方法とか、今言ったちょっと

したスクワットですね、片足立ちとか、そういう

のを画像で、文章じゃなくて、やはり私たちは、

女の人というのは特に絵で見せていただくと理解

度が速いので、例えば今後、普及・啓発に向けて、

市のホームページに、その解説、予防法などを掲

載していっていただきたいと思うんですけれども、

この辺はどうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 最初の答弁でも

お答えしましたように、介護予防という観点から

も大変重要な施策であるという認識は、私どもも

議員も同じものかと思っておるところでございま

す。 

  今、ご提案のありましたホームページへの、例

えばロコモ度チェックの掲載ですとか、運動の紹

介。特に運動などは文章ではわかりづらい、絵と

か、一番いいのは動画もくっつけるなんていうの

がわかりやすくていいのかなと思いますけれども、

ホームページ上にそういうものを載せるというこ

とにつきましては、ちょっと今、載っているかど

うかチェックしてくるのを忘れまして、お答えで

きないのが申しわけないところですけれども、な

いようであれば、そういうものの掲載について検

討を進めたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） いよいよ超高齢化社会を
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迎えます。今後も介護を必要とする高齢者は急激

にふえていくことが予想されております。持続可

能な社会を構築する対応策の一つが、自分の足で

歩くことができる元気な高齢者をふやしていくこ

とではないでしょうか。ロコモは運動習慣を心が

け、栄養に注意することで予防できる、それは脳

卒中やメタボリックシンドローム、認知症のリス

クも減らすことになってまいります。ロコモなん

て、まだまだずっと先のことと、つい棚上げした

くなりますが、今のまま何もしなければ、身体能

力は、年齢とともに確実に弱っていきます。私も

人のことではなく、自分のことと受けとめて早目

の予防、改善が不可欠と思います。健康寿命を延

ばすためにも、ロコモ予防をしていくことが求め

られている昨今です。ぜひとも本市のホームペー

ジに、ただいまのご答弁にありましたように、ぜ

ひわかりやすい解説をよろしくお願いいたします。 

  もう一つ忘れちゃったんですけれども、このロ

コモ予防には、本当に栄養のバランスということ

で、例えば、ロコモ対策のレシピなどをあわせて

一緒に載せていただけるとありがたいなというふ

うにも感じております。 

  では、４番目に入ります。「子ども部」につい

てです。 

  我が公明党は、子どもの幸せや子育ての安心が

確保される社会こそ、国民全てに優しい社会であ

るとの考えに立ち、子育てを社会の中心軸に位置

づけ、社会全体で支援するシステムを構築すべき

と考えております。あすを担う子どもたちの健や

かな成長のため、チャイルドファースト、いわゆ

る子ども優先の社会の構築を目指しております。 

  先日の山本議員の質問で、市長のご答弁にもあ

りましたように、「子ども部」設置について、定

住促進をベースとした子育て環境づくりを、また、

安心して産み育てられる質の高いサービスの強化

を目指し、本市に合った体制の整備をしていくと

のご答弁がありました。また、12月の条例制定に

向けて、ただいま検討中であるとのご答弁もあり

ました。市の機構改革の一環として、整備が進め

られていくところですが、一つの提案として今回

は質問させていただきました。 

  若いお母さんが、小さなお子さんを連れてあっ

ちこっちと行かなくても済むように、子育て行政

の充実のため、できるところから窓口の一本化を

図り、子ども専門の組織をつくるべきと考えます。

市内のレイアウトなども市民にとって、使いやす

い、わかりやすい、また、皆さんがいらしたとき、

本当に庁内の方もさわやかにお仕事をされて、本

当に手際よく、いろいろな手続が進む、そういう

機構改革の効果を出していただきたいと思います。 

  最後に、未来を担う子どもは宝です。ぜひとも

名称を「子ども未来部」にと要望いたして、質問

を終わります。失礼いたします。 

○議長（中村芳隆君） 平山啓子議員に申し上げま

す。４番の質問をお願いします。 

○２３番（平山啓子君） ちょっとおっちょこちょ

いなもので、すみません。 

  では、ちょっと巻き戻しして、４番の「子ども

部」の設置について質問いたします。  

  これから市の組織機構が改革され、来年度には

「子ども部」が新たに設置されることと思います。

保育や幼児教育、子育て支援に関する市民のニー

ズにワンストップで対応し、きめ細やかな支援サ

ービスを提供する体制の整備、子育て窓口の一本

化が必要です。定住促進にもつながると考えます。 

  そこで、未来を担う「子ども」、「子育て」に

関する施策に一体的に取り組むため、市教育委員

会に子ども部を設置してはどうか、市の考えをお

伺いするところです。 

  また、名称を「子ども未来部」としてはどうで
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しょうか、市の考えをお伺いいたします。 

  というところで、先ほどのになります。ちょっ

と繰り返して言わないですから、申しわけござい

ません。よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 初めから答弁をさせてい

ただきます。 

  「子ども部」の設置でございますが、大ざっぱ

な構想、あるいは大ざっぱな枠組み等については、

山本はるひ議員の質問で、ある程度触れたと思い

ますので、若干繰り返しになる部分もございます

が、答弁をさせていただきます。 

  今質問にもございましたが、いわゆる次代を担

う子どもたちの健やかな成長と、誰もが子どもを

安心して産み、育てることのできる環境を整備す

るため、待機児童ゼロの達成を目指すほか、子育

て政策を強化することで、定住促進にもつなげて

いきたいと思っています。 

  機構等については、現在検討中ということでご

ざいますが、若干申し上げて、今どんなことが話

し合われているか、こういうことを申し上げてお

きたいと思いますが、今質問の結びの最初に言わ

れた部分に沿って、議員が言ったような形で進ん

でいると、一体的な子ども部の子どもの成長を一

本化して、重点的に、心棒を入れて進めると、こ

ういう構想でございますが、具体的に申しますと、

いわゆるさまざまな施策がございますが、総合企

画調整に関する部署を強化いたしまして、子育て

世代の新たな支援策の検討と子どもの貧困対策に

も取り組む。あるいは、保育園、幼稚園の業務に

加えて、認定こども園に関すること、また、児童

虐待やＤＶ対策に関する業務に加えて、同一部局

内の異なる課が所管している各種の医療費助成に

関すること。さらには教育部局が所管している放

課後児童対策に関すること。そして乳幼児期から

就学時、就労期まで一貫してサポートをする仮称

ですが、「発達支援チーム」を設置し、継続的な

支援体制とシステムに取り組ませていただきます。 

  今言った言葉は、わずかに２分もかからないん

ですけれども、これ言ったこと全部、来年すぐで

きるのという問題があるわけです。これにつきま

しては、山本議員にお答えしたように、ぜひスタ

ートをして、そして３年、５年の中で完成形を目

指すと、こういう構想で現在取り組みを進めてお

ります。 

  なぜ急いだかということも一言お答えしますが、

これも山本議員にお答えしているんですけれども、

子どもたちの数、これは人口11万五千何百かにす

ると、那須塩原は県内では子どもたちが非常に多

くて、那須塩原はこれに照準を当てていかないと、

やっぱり将来禍根が残る。誰かきのう、将来にフ

ェイスを向けて振り抜いてくれという質問があり

ましたが、まさに那須塩原で今やる子ども部は、

将来に向かって振り抜いていくと、こういう意気

込みで現在検討が進んでおりますので、また具体

的なものがまとまり次第、12月の議会等において

は、相当のものがまとまってくると、こうお考え

をいただきたいと思います。 

  最後に要望も聞かせていただきました。これに

ついても、その要望に沿って全力で取り組ませて

いただきたいと思いますので、ご理解をお願いし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） ぜひとも最後の「子ども

未来部」に大きな意味もありますので、ぜひ「子

ども部」でなくて「子ども未来部」でよろしくお

願いいたします。 

  ありがとうございました。 
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○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の市政一

般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星   宏 子 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 皆様こんにちは。議席番号

２番、公明クラブ、星宏子です。 

  通告に従い、市政一般質問をさせていただきま

す。 

  １、本市における熱中症対策について。 

  年々気温が上昇し、この夏も猛暑となりました。

平成26年都道府県別熱中症による救急搬送人員数

では、栃木県は609人、死亡者は１名（平成26年

５月26日から８月10日）となっております。 

  本市の取り組みとして、本年度より小中学校の

各教室に扇風機の設置が完了し、熱中症対策が進

んだことは感謝をしております。 

  しかしながら、熱中症対策は、市全体として、

より一層取り組む必要があると考え、以下の点に

ついてお伺いをいたします。 

  ⑴幼保小中学校の熱中症対策についてお伺いい

たします。 

  ⑵公共施設の熱中症対策についてお伺いいたし

ます。 

  ⑶幼保小中学校おけるミストシャワーの設置に

ついてお伺いいたします。 

  ⑷公共施設におけるミストシャワーの設置につ

いてお伺いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） それでは、１番の本市

における熱中症対策についてお答えをいたします。 

  まず、⑴の幼保小中学校の熱中症対策について

ですが、市内の公立保育園では、平成25年度に全

ての保育室にエアコンを設置いたしました。必要

に応じて、寒冷紗やすだれ、遮光ネット等を設置

するなど、園舎の室温管理に配慮するとともに、

屋外保育時には、暑い時間帯を避けて実施するこ

となどもあわせ、小まめな水分補給など、園児の

体調把握、健康管理に努めております。 

  また、小中学校におきましては、児童生徒に水

筒を持参させて水分補給を促すとともに、体育の

授業では帽子の着用と休息時間の設定を行うなど

体調把握、健康管理に努めているところでござい

ます。 

  あわせて、室内環境を改善するため、普通教室

及び特別支援教室に扇風機の設置を行っておりま

す。ほとんどの学校では夏季休業中に設置を完了

しておりますが、一部残っております部分につい

ては、９月12日、来週末には完成する予定でおり

ます。 

  次に、⑵の公共施設の熱中症対策についてお答

えいたします。 

  公民館等の社会教育施設の対策につきましては、

会議室やホールなどの各部屋の室温管理をエアコ

ンなどにより行っております。 

  また、必要に応じ利用者の状況を確認するなど
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の配慮を行い、対策に努めているところです。 

  次に、⑶の幼保小中学校におけるミストシャワ

ーの設置について、お答えいたします。 

  まず、保育園につきましては⑴でお答えしまし

たとおり、エアコンの設置など熱中症対策が講じ

られておりますので、ミストシャワーについての

設置は現在考えておりません。 

  また、小中学校のつきましては、ミストシャワ

ーの設置に向けて、今後前向きに検討していきた

いというふうに考えております。 

  最後に、公共施設へのミストシャワーの設置と

いうことですが、特に生涯学習施設においては、

現在のところ設置をする考えはございません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） それでは、各項目別に再質

問させていただきたいと思います。 

  幼保小中の熱中症対策についてなんですが、幼

保小中において、各学校におきましても、熱中症

対策についてはしっかりと取り組んでくださって

いることに感謝いたします。 

  さらに詳しくお聞きしたいのですが、熱中症計、

暑さのぐあいとか、こういったことに気をつけま

しょうといったのが一目でわかるような熱中症計

は各学校に設置されているかどうか、お尋ねいた

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 熱中症を測定する機器

の関係だと思いますが、簡易熱中症の測定器とい

うものが、現在、市販をされております。 

  各学校等については、現時点では設置というも

のはしてないというふうに把握しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ただいまのご答弁で設置さ

れていないということだったんですけれども、子

どもたち自身も、そういったぱっと見てわかるも

のが、例えば廊下であったりとか、各教室でもい

いかなとは思うんですが、子どもたち自身も、自

分で自分の身を守るということも大切だと思いま

すので、ぜひ一目でわかるような、そういった熱

中症、簡易のものでもいいですし、測量するもの

を設置していただければと思います。 

  また、手づくりの熱中症メーターですね。きょ

うは暑いから、こういった区切りを持ちながら、

黄色とかオレンジ、赤と、赤になるともうかなり

暑いですよというようなものが一目でわかるよう

な形のものを例えば作製して、職員室の廊下でも、

保健室の廊下でもいいですけれども、そういった

ところに掲示することで、注意喚起を呼びかけた

りとか、または、その度合いによっては、きょう

は帽子をかぶりましょうと、帽子の絵を張ってみ

たりとか、お茶を飲みましょうとか、水分補給を

まめにしましょうといったような、そういった内

容を、状況に合わせて講じて設置できるような形

で、子どもが見てすぐにわかるような熱中症対策

ということも、あわせて各学校にというと、なか

なか学校の諸事情などもあって大変かとは思うん

ですけれども、そういった対策なども考えられる

と思いますが、ご検討いただければと思います。 

  また、体育館とか教室に、熱中症になってしま

った児童への対応のフローを作成して壁に張ると

いうのはいかがでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 体育館等へのチェック

リスト的なものの掲示ということでのご質問かと

思います。 

  現在、各小中学校では、いわゆる熱中症対策の
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マニュアルというものをそれぞれ備えております。

それをもとに、先生方、体育館の授業であるとか、

そういった際には、そのマニュアルを基本に子ど

もたちの健康管理について対応しているところで

ございます。 

  現在、体育館にそういったチェックリスト的な

ものの掲示は行ってはいないと思いますが、中に

はスポ少関係では、そういった表を用いながら、

指導者が適宜管理をしているというような状況は

現在も行われておりますが、通常の授業の中での

管理については、現在そういったものは置いてお

りませんので、その辺については、今後ちょっと

検討してみたいと考えております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 壁に張り出すことによりま

して、例えば目の前に体育をやっている最中にぱ

たっと、部活でもいいんですが、倒れてしまった

ときに、じゃ、今からマニュアルを見てとか、職

員室にとりに行かなきゃというと、ちょっと対応

が遅れてしまうと思いますので、一目で壁に張っ

ておけば、じゃ、ここでちょっとこういう対処を

したほうがいいなというのが一目でわかれば、皆

さんがすぐに行動できると思います。学校安全ウ

エブから、またそういった対応フローですね、ダ

ウンロードができますので、そういったことも活

用されてはいかがかなと思っております。 

  また、きのうの相馬議員の質問にありました答

弁の中で、スポ少の指導員の方が、熱中症対策の

講習会に80人を超える方が参加をしてくださって

いるということでしたので、スポ少にかかわる指

導員の方というのは熱中症に対して心構えとか対

処ができるような形になっているかと思うんです

けれども、それ以外の、例えばその場にいる、例

えば保護者ですとか、そういった方々も慌てず適

切な処置ができるように壁に張っておくといいの

かなと思って、今回提案をさせていただきました。 

  アメリカにおきましては、熱中症というのは

100％防止できる病気とされております。自分の

体調管理ももちろん必要にはなってくるんですけ

れども、スポーツするときとかは、その日の体調

を指導員にきちんと伝えたりとか、また、体調に

合わせて水分補給や休憩をとるように指示をする

のは、またそれは指導者のほうになってくるのか

とは思うんですけれども、そういった防止策、熱

中症は絶対に防げるんだということでの防止策を

積極的にとっていくことが大切だと思い提案をさ

せていただきます。 

  続きまして、⑵公共施設の熱中症対策について

再質問させていただきます。 

  エアコンが設置してある施設においては、中に

入れば涼しくなるので、そういった対策とか余り

必要ではないかもしれないんですけれども、例え

ば出入口付近に、外側でもいいと思うんですけれ

ども、先ほど言いました学校の熱中症計はいかが

ですかと言ったんですけれども、そういった熱中

症計を設置して、暑さに対してのまた対処法など

を、施設を利用される市民の方に絵とか文字で伝

えるというのはいかがでしょうか。そのことで、

暑い暑いとはいっても、意識づけ、今、水分とら

なきゃいけないなとか、あ、そうだ無理をしちゃ

いけないなという、そういった熱中症対策につい

ての意識づけになるかと思うんですけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。お尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） ただいま公共施設、公

民館等の入り口であるとか、そういったところへ

の簡易の測定器であるとか、数値の内容を掲示す

るということだと思います。 

  そちらにつきましても、やはり市民の方が、知
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らず知らず熱中症にかかってしまうというような

傾向が多いのかと思いますので、何らかの形で周

知が図られる。また、より効果的なものというも

のも、やはり検討していく必要があると思います。

そういった機器の設置も含めて、今後全庁的に調

整していければというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひ前向きにご検討いただ

ければと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  環境省のプロジェクトで、熱中症予防声かけプ

ロジェクトというものがあります。趣旨としまし

ては、「人が人に、企業が人に、さまざまな形で、

一涼みを呼びかけたり、提供したりしていく。み

んなのコミュニケーションによって、一涼みの輪

を、社会全体に広げていく。そうすることで熱中

症を予防するだけでなく、誰もが風情ある豊かな

夏を過ごせるようにと願っています。一涼みで、

日本の夏をいい夏に、熱中症を予防する声かけプ

ロジェクトを始めました。官民が協働で熱中症予

防を呼びかけていく国民運動が、熱中症予防声か

けプロジェクトです」と、そういった趣旨で打ち

出されております。 

  宇都宮市におきましても、企業や事業所などと

連携をしまして、熱中症避難所の設置に取り組ん

でおります。 

  これは、例えば外で工事をしている作業員の方

ですとか、お散歩中の方ですとか、ちょっと体調

が悪いなとか、ちょっと休憩をしたいなというと

きに利用できるお店とか事業所、事務所ですとか、

そういったところなんですけれども、手ごろに少

し休ませてと利用ができるような形で、町の中で

の避難所ですね。そういったものができるような

形で宇都宮でやっているんですけれども、それを

本市におきましても、公共施設だけではなく、民

間企業や商店、事業所に協力してもらいまして、

市全体として熱中症予防に取り組むということは

いかがでしょうか。そういったことも、さらに検

討していただくことを期待します。そういったプ

ロジェクトもあるということなんですが、そのこ

とに対してのお尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） いわゆる声かけプロジ

ェクトということで、公共施設以外に民間の施設

についても、そういった涼みというような部分で

熱中症対策というようなご提案だと思います。 

  教育委員会サイドだけでない内容かと思います。

特に公民館なんかは、常にどなたでもご利用いた

だけるという施設になっておりますので、改めて

掲示はしておりませんが、利用には十分していた

だけるのかなというふうには考えておりますが、

民間の事業者等との調整等も、今後実施する場合

には必要になるかと思いますので、こちらについ

ても市として検討していく事項かなというふうに

考えております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ありがとうございます。ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

  それでは、⑶の質問に移させていただきます。 

  幼保小中におけるミストシャワーの設置につい

ての再質問なんですけれども、こちらのほうは先

ほどご答弁いただきまして、前向きに検討したい

という答弁をいただきましたので、ぜひともよろ

しくお願いいたします。 

  本当に運動とかやった後に、子どもたちの体温

１℃上がると、なかなか下がらないものですから、

教室に扇風機も設置をしていただいているところ

はあるんですけれども、ミストシャワーで一度体

に水というか、涼しくなると、より効果的に体温
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を下げることができるのではないかと思いますの

で、ぜひともよろしくお願いいたします。 

  また、⑷の公共施設のミストシャワーについて

でも再質問させていただきたいんですが、公共施

設においては、ちょっと設置の予定はないとのご

答弁をいただきましたけれども、公共施設もさま

ざまあります。図書館とか公民館は、エアコンは

もちろん設置してあるので、それはいいとは思う

んですが、例えばエアコンの設置のできない体育

館ですとか、武道館、野球場、テニスコートやサ

ッカー場、また運動公園などの施設につきまして、

こういったところ、予算の関係なんかもあると思

うんですけれども、真夏の例えば試合の最中、物

すごく暑い中で子どもたちや大人もそうですが、

一生懸命運動している中で倒れる方もいらっしゃ

ると思うんですね。そういったときにミストシャ

ワーがあると、少し熱中症対策にもつながるので

はないかと思いますが、その辺のお考えのほうを

お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 特に体育施設関係での

設置ということかと思います。 

  ご案内のとおり、体育施設については、体育館、

またグラウンド等もございます。相当面積も広い、

いろんな競技がなされている。そういったことを

考えますと、より効率的、効果的な設置場所であ

るとか、そういったものも、やはり相当検討を深

めた上での設置ということになるかと思います。 

  現時点では、それぞれ利用されている方々が、

やはり熱中症についての対策については相当気を

使っていらっしゃるというふうには判断しており

ますし、現時点で、そういった効果の面も含めて、

ちょっとなかなか結論がすぐに出るかなというと、

ちょっと難しいかなというふうには考えておりま

すので、最初の答弁の繰り返しになりますが、現

時点では、そういった特に屋外の体育施設等につ

いては、現在検討といいますか、設置については

ちょっと考えてはいないということですので、ご

理解いただければと思います。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 行く行くまた設置の方向に

向けていただければ、一遍には無理だとは思うん

ですけれども、ここだったら可能かなとか、全体

的にミストシャワーをつけるのは確かに難しいか

とは思うんですけれども、一つのスポーツ施設に

１カ所とか、そういった形でもいいと思いますの

で、また検討を深めた上で、ぜひご検討いただけ

ればと思います。 

  毎年酷暑となる夏を無事に乗り切るために、細

やかな対策と思いやりで、那須塩原市民の熱中症

ゼロを目指して、皆が一体となって取り組んでい

けることを期待し、次の質問に移らせていただき

ます。 

  ２番、家庭教育支援の充実について。 

  平成23年度公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会

の調査に「教育に関する保護者の意識調査報告

書」によると、家庭での教育（しつけ等）につい

て、悩みや不安を抱えている保護者は47.9％と、

約半数の保護者が家庭教育に不安や悩みを持って

いるという結果が出ています。 

  本市でも、核家族化が進み、共働きの家庭もふ

えていることを考えると例外ではなく、今後、家

庭教育はより一層重要になってくるのではないで

しょうか。 

  平成18年度に改正された教育基本法の中で、家

庭教育の位置づけが定義され、平成25年６月、第

２期教育振興基本計画が閣議決定されました。教

育基本法（教育振興基本計画）第17条第２項では、

地方公共団体は国の教育振興基本計画を参考にし
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つつ、その地域の実情に応じ、教育施策に関する

基本的な計画を定めるよう努めるもの、とされて

おります。 

  また、文部科学省では、家庭教育支援に関し、

「都市化や核家族化、地縁的つながりの希薄化等

を背景として、家庭の教育力の低下や孤立化が指

摘されるなど、社会全体での家庭教育支援の必要

性が高まっていることを踏まえ、平成20年度より、

全ての親が安心して家庭教育を行うことができる

よう、地域人材を活用した「家庭教育支援チー

ム」を核とし、孤立しがちな保護者や仕事で忙し

い保護者など、学習機会等になかなか参加できな

い保護者への支援手法の開発を行っており、今後、

その成果を活用して地域の主体的な取り組みを支

援していくに当たり、各地域の取り組み状況の把

握や、効果的な事例の収集・情報発信による各地

域の取り組みの活性化促進に努めるため、新たに

家庭教育支援チームの活動を支援する制度を設け

る」としております。 

  以上のことからお尋ねいたします。 

  ⑴現代の子どもたちの育ちをめぐる課題に、社

会性や自立心の形成の課題（不登校、暴力行為、

ニート）や経済格差の子どもの育ちへの影響等が

懸念されますが、本市の家庭教育支援の現状と課

題をお伺いいたします。 

  ⑵家庭教育は生涯学習として、継続して必要な

事業だと考えますが、本市の考えをお伺いいたし

ます。 

  ⑶栃木県家庭教育オピニオンリーダー養成講座

への参加支援及びリーダーの現在の活動内容につ

いてお伺いいたします。 

  ⑷文部科学省で家庭教育支援チームの活動を支

援する制度を設ける、とありますが、本市におい

ても支援チームを設立し家庭教育活動を推進する

考えがあるかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、家庭教育支

援の充実のご質問に順次お答えをさせていただき

たいと思います。 

  まず、⑴の本市の家庭教育支援の現状と課題、

それから⑵の家庭教育の生涯学習としての必要性

につきましては、関連がありますので一括をして

お答えをさせていただきます。 

  本市では、那須塩原市教育行政基本方針の施策

の大きな柱の一つといたしまして、思いやりの心

を育てる家庭教育の充実と、青少年の健全育成を

掲げております。 

  次代を担う子どもたちの健全育成を目指すため

には、安定した家庭環境が必要でありまして、親

としての資質を高め、家庭教育力を充実させてい

くことが必要と考えております。 

  具体的には、小中学生の保護者を対象とした各

種家庭教育学級、ＰＴＡと共催によります家庭教

育講座の開設、市ＰＴＡ連絡協議会と共催した教

育講演会を実施し、親子の触れ合いや子育てに関

する学習機会の充実に努めているところでござい

ます。 

  また、「親学習」というワークショップ形式の

学習会におきまして、親同士の話し合いを通して、

子育てに関する気づきや仲間づくりのきっかけづ

くり、こういったものにも努めているところであ

ります。 

  特に就学時健康診断の場を活用した「親学習」

の実践は、この年代の子どもを持つ全ての保護者

が参加するなど、重要な機会となっておりまして、

本市の全ての会場で実施するようになって、今年

度８年目を迎えるというような状況にございます。 

  また、妊娠中の親に対しましても「親学習」を
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実施しておりまして、これから親となる若い世代

の自覚も促しております。こちらは実施から７年

目を迎えております。 

  さらに、市内の幼稚園・保育園に呼びかけをし

て、未就学児を持つ保護者対象の親学習も、平成

24年度から力を入れているところであります。 

  ご指摘のとおり、本市における核家族、ひとり

親家庭の割合は決して低いとは言えず、さまざま

な問題を相談できない親も少なくないと、こう考

えておりますけれども、家庭教育関連事業に対す

る参加意識は、残念ながら決して高いとは言えな

いという状況にあろうかと思います。 

  このような状況の中にありまして、市では、よ

り多くの家庭教育支援を目指しまして、学習機会

の提供、学習情報の提供、保護者同士の仲間づく

りの場の提供を今後も実施をしていきたいと、こ

のように考えております。 

  次に、⑶の栃木県家庭教育オピニオンリーダー

養成講座への参加支援及びリーダーの現在の活動

内容についてのお尋ねにお答えいたします。 

  本市の家庭教育に関する各種事業の実施におき

ましては、子育て支援のボランティア団体であり

ます家庭教育オピニオンリーダーと連携をしなが

ら、全市的に展開をしております。 

  現在、本市には、黒磯、西那須野、塩原の旧３

地区ごとに、家庭教育オピニオンリーダーの支部

がございます。今年度は、33名の方に本市の家庭

教育支援事業への協力のほか、支部ごとの独自の

活動をしていただいております。 

  新たにオピニオンリーダー養成講座受講を希望

される方には、市から県へ推薦をし、交通費補助

の支援なども行っているところであります。 

  次に、⑷の家庭教育支援チームの設立について

お答えをいたします。 

  地域の子育て経験者や民生委員・児童委員など、

子育てに関する知識や経験を有する人たちが連携

をします「家庭教育支援チーム」につきましては、

本市ではまだ組織がされておりません。 

  今後、関係者との協議を進めながら検討をして

いきたいと、現在このように考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 先ほど、ご答弁いただきま

してありがとうございます。 

  関連事項ですので、⑴、⑵は続けて一緒に再質

問をさせていただきます。 

  家庭教育学級とか、講座の参加状況は余りよく

ないということでしたが、その原因としては、ど

うして参加率が低いのか、興味関心が余り持たれ

てないようなのかということは、分析をしている

のかお尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 家庭教育学級、あるい

はそういった講座の参加状況ですけれども、各学

校におきまして、家庭教育学級、各公民館の社会

教育指導員と連携をして開設をしております。ま

た、公民館におきましても、関連事業を行ってお

りますけれども、こういったものが大体実施され

ますのが、昼間の時間帯ということもありますの

で、ご承知のとおり、現在、子をお持ちの方々、

両方外でお仕事を持っているというケースが大変

多くなっておりますので、なかなか時間のやりく

りがつけにくいという状況があって、このような

ことになっているのかなと、こう考えております。

私たちとしては、できるだけ魅力のある内容を設

定させていただいておりますが、そういう現実も

あるということをご理解いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 昼間の時間帯が多いという
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ことは、確かにそうだと思いました。働いている

お母さんたちも、本当に学校行事とかも仕事を休

んで参加するというのは、やはりとても大変なこ

とでもありますので、ぜひ、今は土日もお仕事を

されている方もいらっしゃいますので、夕方から

夜にかけての教育講座ということもやってもいか

がかなと思いますが、それはどうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） こういった学習の機会

を、どう効果的に設けるかというのは、大変いろ

いろな課題をクリアしていかなきゃならないこと

だろうと思っています。昼間が難しければ、夜は

どうかということですが、夜に関しては、仕事が

終わって家に帰っていってという、そういう都合

も場合によってはあると考えるとなると、どうい

う時間帯であれば、あるいはどういう設定であれ

ば参加することが可能かといった、そういったリ

サーチをかけるということも一つの方法だろうと

思っておりますので、今後とも積極的にそういっ

た機会をうまく工夫していけるような努力はして

いきたいと思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひリサーチをしていただ

いて、一人でも多くの保護者の方が参加できるよ

うな形で講演会などを持っていただければと思い

ます。 

  また、講演会の内容、それぞれいろいろありま

すけれども、講演会にお呼びする講師によって、

また参加者数なども違うのかどうかお尋ねをいた

します。 

  あとは、その感想。アンケート調査なんかもや

っているかとは思うんですけれども、感想はどう

いったものが寄せられているのかお聞きしたいと

思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 各種講座あるいは講演

会等におきましては、必ず振り返りという形でア

ンケートを実施させていただいております。さま

ざまな方から忌憚のないご意見を頂戴いたしてお

りまして、それらをもとに次回の設定に反映させ

ていただいていく努力は現在しております。 

  大勢の方が参加してくださいますので、講演内

容につきましては、「よかった」という評価をい

ただけるものもあれば、「もう少しこういったと

ころを聞きたかった」というような、そういった

ご意見も頂戴することもあります。大変貴重なも

のであると思いまして、私ども、それらを大切に

しながら、より充実した講座の設定、あるいは講

演会の開催につなげていきたいと思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひ、よろしくお願いいた

します。 

  また、未就学児から親学ということで質問させ

ていただきたいんですけれども、例えば未就学児

から中学生までの親学だったりとか、また、教育

講演会等の取り組みを実施していますが、子ども

の自立を考慮すると、中学生までというよりも、

高校生、大学生、または就労している子どもを持

つ親にとっても、やはり育てという教育というこ

とに関しましては、継続的な支援が必要だと考え

ております。市民大学などの講座にも、家庭教育

講座を入れてみてはどうかと思いますが、その辺

のお考えをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） どの年齢層までのお子

様を持つ保護者に対しての家庭教育支援が必要か

という部分は、大変この線引きというのは難しく
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なってまいりますし、その時々の家庭教育に必要

な内容というものも多岐にわたってくるとだろう

と思っております。 

  そういったことを踏まえながら、全てが教育委

員会でカバーできるかどうかということも含めて、

これは関係する部局、関係する団体、そういった

ものも一緒に考えていかなきゃならない問題だろ

うと思っております。もちろん、今ご提案の市民

大学の中で、そういったものが開設できるかどう

かは、またこれは別な問題だと考えておりますの

で、研究はしていきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひ今後研究課題として検

討を深めていただけたらありがたいと思います。

よろしくお願いをいたします。 

  さまざまな問題もあるんですけれども、平成25

年香川県の家庭教育状況調査、これは経年調査で

毎年行っているものではあるんですが、質問事項

として、そのアンケート調査の結果なんですが、

「家庭教育が低下していると指摘があるが、どう

思うか」という質問に対しまして、答えが、「全

くそのとおりだと思う」というのが15.9％、「大

体そう思う」が37.7％、合わせますと53.6％の親

が、家庭教育が低下していると思っている。「で

は、その理由はなんですか」という質問に対しま

して、「親の過保護か過干渉」が55.1％、「母親

が子どもへかかわる時間の減少」42.5％、「核家

族化」が39.4％、「親の無関心」が35.8％、「学

校等へのしつけや教育の依存」が31.9％というデ

ータが出ております。これは香川県での調査では

あるんですけれども、大体同じような結果は、ど

この市町村においても出るのではないかなと思っ

て出させていただきました。 

  一方、「家庭でもっと家庭教育をしっかりやっ

てほしい」と教師の大半の方がアンケートで答え

ている結果にはなっているんですけれども、本市

としましては、そういう先生方の声を聞いている

かどうか、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 香川県の例をお示しし

ていただきましたが、本市におきまして、同様の

調査は行ってはおりません。 

  しかしながら、この傾向につきましては、全国

的に似たような傾向にはなっているんだろうと、

こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 先ほどのアンケートの結果

で、家庭教育が低下していると思っている保護者

は約半数おります。その理由もそれぞれさまざま

なんですけれども、問題意識や悩み、不安を抱え

ている保護者も多いのも確かです。悩みを持つ、

例えば親へのアプローチや、いろいろ教育相談の

あった家庭、また、不登校ですとか、引きこもり

といった問題があって、でもそれも解決しました

よというご家庭も含めてなんですけれども、そう

いった問題を解決したと思われる家庭への継続し

たフォローというものは、我が市においてされて

いるのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今のご質問ですけれど

も、家庭教育の部分と、それから家庭が抱える問

題の解決に向けてのものというのは、若干異なる

部分があるのかなというふうに思っておりますの

で、家庭における教育の問題についての相談とい

うことであるとすれば、教育委員会におきまして

は、サポートセンターのような窓口におきまして、

要するに子育ての悩み等についての相談、それか

ら、保健福祉部に関係する部門での、そういった
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相談窓口、そういったものが、そういったものへ

のかかわりを持つのであろうというふうに思って

おります。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 家庭教育ということに対し

ての、そういった親の保護者の悩みと、また学校

でやっています教育講演会とかという、確かにち

ょっと違うようなことではあるけれども、根底で

はやはりつながっている問題でもあると思います

ので、各部署それぞれ連携をとり合いながら、こ

ういった問題に全力で取り組んでいけたら、さら

にいいのではないかなと思います。 

  また、家庭教育講座とか親学とか、子育てサー

クルの情報ですとか、そういったこと。講演会に

もなかなか来る人もいらっしゃらない、ちょっと

意識が低いのではということではあったんですが、

そういった方々に対して、例えば先ほどの平山啓

子議員やら山本議員が「子ども部」というお話を

されていましたが、子育てに関しては窓口を一本

にするということでしたけれども、ホームページ

とかで、そういった子育てに関する講座のお知ら

せですとか、親学のお知らせ、サークルのお知ら

せというものを、各それぞれ、ホームページを開

きますと、教育委員会でのホームページから、講

演会のお知らせがありますよとか、例えば、未就

学児だったら子ども課だったりとか、その各ペー

ジを開きつつ、その情報を仕入れるような形には

なってくるんですけれども、そうではなくて、例

えば、子育てといったときに、窓口が一本化とい

うことになると、利用する親のほうも一目でわか

りやすいような形でのホームページつくりだった

りとか、そこで何か相談がありましたら、ぜひお

声をお寄せくださいというものがあれば、各部署

を超えての、そういった悩みに対するお答えなど

ができるようなホームページ作成ということも、

家庭教育ということを含めましてご検討いただけ

るかどうか、ちょっとお尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 家庭教育と申しますの

は社会教育の範疇に入っておりますので、学習す

る主体者の意思によって学ぶ機会を提供していく

わけであります。 

  もう一方で、今おっしゃっているような子育て

に関する悩み等の解決という部分は、その家庭教

育というくくりとまたちょっと違う部分もあるん

ではないかなと思っています。 

  いずれにしても、大くくりでそういった家庭教

育の問題、あるいは子育ての問題、そういったも

のの最初の取っかかりの部分がわかりやくすると

いうことは、これは大切なことであろうというふ

うに思っておりますので、これにつきましては、

広く市民にわかりやすい、そういう方法、例えば

ホームページの中での案内、それから、私どもと

しましては、年度初めにこういう「マナビィ・ボ

ックス」というものを各戸に配布をさせていただ

いておりまして、ここにはさまざまな各施設の取

り組み、あるいは自主サークルの紹介も載ってお

ります。これを見ていただけると、かなり実は本

市でいろいろなことがやられているということも

理解できると思います。こういったものも１回じ

ゃなくて、さまざまな機会を捉えて紹介していき

たいと思っていますが、ぜひこんなことも活用し

ていただければと思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） そちらの「マナビィ・ボッ

クス」のほうも、私も大変参考にさせていただい

ております。また、ホームページとか、本当にわ

かりやすいような形での情報提供というものも整

備をお考えいただけるということですので、ぜひ
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ともよろしくお願いいたします。 

  続きまして、⑶の質問に移らせていただきます。 

  栃木県家庭教育オピニオンリーダー養成講座へ

の参加支援及びリーダーの現在の活動内容につい

てなんですけれども、オピニオンリーダーの今後

の人数拡大を考えているか、また、今後どのよう

な活動を期待されていますか、お尋ねをいたしま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） この家庭教育オピニオ

ンリーダーの方々の活躍、とっても大切なものだ

と、私どもも思っております。県でも養成講座が

開かれておりますので、そういったところに受講

していただいて、一人でも多くの方に、そういう

活躍をしていただきたいと私どもも願っていると

ころであります。 

  ただ、なかなかこういったところに参加してい

ただく方の希望が、そう多くはないという現状も

ありますので、そういったところを今後一人でも

多く、そういったところに協力していただける方

の発掘に努力はしていきたいと思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） わかりました。希望が多く

ないということでした。 

  ただ気運がだんだん高まればやってみたいとお

っしゃる方もふえてくるのかなとは思うんですが、

そういったことも含めまして、やはり声かけとい

うことも大切なことにはなってくると思います。 

  このオピニオンリーダーさんが、親学の出前講

座とかやっていただいたりとかしていると思うん

ですけれども、例えば乳幼児健診ですとか、そう

いった健診に来られない親御さん、いろんな諸事

情あると思うんですけれども、都合がつかなかっ

たりとか、そういった健診に来られなかった親御

さんに対して、そのオピニオンリーダーさんが面

談や連絡をとったりとか、そういったアウトリー

チ型のフォローをしているのかどうか、お尋ねを

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 乳児健診、あるいは最

初にお答え申し上げました就学児健診等の機会は

とっても有効でありまして、ほとんどの方に来て

いただけて、しかも同じ課題を持って来ていらっ

しゃるということですね。ここにおけます親学習

プログラムの実施というのは大変効果があると、

こう思っております。 

  ただ、全て100％出席かというと、なかなかそ

うならない部分もございます。ただそういった

方々に対して、個々に話をつないでいくというこ

とは、現時点ではなかなか難しい部分もあろうか

と思っております。そういった方々には、例えば

ホームページの中で、それにかわる情報を提供す

るとか、そういったフォローであれば可能な部分

もあろうかと、こう考えております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひ、そのような形でフォ

ローを考えていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

  続きまして、⑷番の質問に移らせていただきま

す。 

  文科省で家庭教育支援チームの活動ということ

で、支援制度を設けるということなんですが、本

市ではまだ組織はされていないというご答弁をい

ただきました。地域資源、この家庭教育支援チー

ムですので、さまざまな保護者ですとか、または

民生委員の方ですとか、もと学校の先生ですとか、

さまざまな有識者の方々のご協力も必要になって

くることになるんですが、そういった地域資源を
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活用し、人づくりのための家庭教育支援を行い、

オピニオンリーダーを核とした地域づくりをする

ための家庭教育支援チームであると私は考えてお

ります。また、学校と家庭、家庭と行政、家庭と

地域といった、そういったものを、横の連携が必

要であると思っておりまして、そのための家庭教

育支援チームです。地域によって、チームの特色

もさまざまだとは思うんですけれども、那須塩原

らしさのある地域チームづくりが、地域力を高め

て選ばれるまちづくりの一端を担うものになると

私は考えますが、市の考えをお尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 家庭教育支援チームの

お尋ねでございますけれども、まず、家庭教育オ

ピニオンリーダーの方々は、これに相当するよう

な活動は既になさっていただいておるということ

は、前もってご理解いただきたいというふうに思

っております。 

  また、家庭教育というのは、親がどういうふう

に子どもを育てていくか、そのノウハウを学ぶと

いうことでありますので、現在、少子化、そして

核家族化ということの中で、保護者の方が、親の

方が子育てに対するノウハウを蓄積しにくいとい

う、そういう状況の中にありますので、そういっ

たものをどうフォローしていくかという部分であ

りますけれども、かといって、私どものほうから

の一方的な押しつけのようなものであってはなら

ないと思っております。 

冒頭に申し上げましたように、やはり家庭教育

につきましては、学習者の主体性、そしてニーズ

というものにマッチングするものを、我々がいか

に提供できるかという部分がとっても重要であろ

うと思っておりますので、今後、そういったもの

につきましては、地域資源を最大限に活用しなが

ら、本市らしさというものをそこに出しながら、

ぜひ子どもたちのために、家庭教育の充実に向け

た取り組みを積極的にやってまいりたいと、こう

思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひ、よろしくお願いいた

します。 

  時代がかわり、家庭教育を取り巻く環境という

ものは大変大きく変わっております。「子育て」

が「孤育て」と言われる昨今、地域資源を生かし

ながら、家庭教育支援を充実できる家庭教育支援

チームの存在は、安心して子育てができる環境を

後押ししてくれます。 

  安心して子育てできる町では、子育て世代の流

出は少なく、新しい市民の流入が期待をされます。

子どもの存在が、大人を大人へと成長させてくれ

ると思います。子どもを育てる地域は、地域力を

成長させてくれます。これからも家庭教育支援に

ついては、今後も取り上げていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。さらなる家庭

教育支援の充実を願いつつ、次の質問に移らせて

いただきます。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

昼食のため休憩いたします。午後１時、会議を再

開いたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ３、除染作業について。 

  平成25年度除染作業において、公共施設につい
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ては21施設、一般住宅は5,437棟、マイクロスポ

ット除染に関しては415棟が作業実施済となって

おり、除染作業は確実に進んでおります。 

  以上のことからお尋ねいたします。 

  ⑴本年度の除染の進捗状況をお伺いいたします。 

  ⑵自治公民館の除染作業の内容についてお伺い

いたします。 

  ⑶除染開始当初から現在までの中で、除染を希

望する方の対応の変化や要望の変化についてお伺

いをいたします。 

  ⑷地域除染活動に対しての本市の支援について

お伺いをいたします。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 星議員の質問に私からも

お答えもいたします。 

  私から答えさせていただくのは、⑴の部分でご

ざいますので、ご了解いただきたいと思います。 

  除染作業について、本年度除染の進捗状況につ

いてお答えいたします。 

  本年度予定している除染対象は、一般住宅、小

中学校、分譲地内の小規模公園、自治公民館及び

くろいそ運動場などの運動施設であります。 

  一般住宅については、平成24年度から市内を15

の公民館エリアに分けて、比較的空間放射線量が

高いエリアから順次除染を実施しております。 

  今年度は最終エリアとなる高林、南、西那須野、

大山、塩原公民館エリアの１万3,000棟の住宅を

除染対象としております。 

  対象の皆様には、既に資料とともに測定申込書

を送付しており、８月末現在で4,144棟の申し込

みがありました。このうち697棟について現在除

染作業を完了しております。 

  小中学校については、平成23年及び24年度に校

舎の表土除去を実施しております。 

  今年度は、校舎周りなどの除染を廃校３校を含

んだ34校で計画しており、そのうち比較的放射線

量の高い16校については、９月中には業者が決定

する予定です。その他の学校についても順次発注

してまいります。 

  分譲地内の小規模な公園は約400ございまして、

空間放射線量の測定、設計業務が完了して、現在

までに完了しております。測定結果が平均で毎時

0.23μSv以上の約250施設の除染作業を行います。

これらの発注は10月を予定しております。 

  自治公民館約150施設については、現在、敷地

の空間放射線量の測定及び設計業務を実施してお

り、この業務完了後、除染作業を11月発注予定と

しております。 

  なお、実施に当たっては、地域の代表者と連絡

をとりながら進めております。 

  市の運動施設である、くろいそ運動場、三島体

育センター、青木サッカー場、にしなすの運動公

園については、空間放射線量の測定、設計業務を

９月に発注しており、除染作業については12月発

注予定となっております。 

  第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） 総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 私のほうからは⑵番以

降につきまして、答弁をさせていただきます。 

  まず、⑵の自治公民館の除染作業の内容につい

てお答えをいたします。 

  自治公民館の除染作業は、各施設の敷地状況に

よりまして異なるところでございますが、原則と

して、住宅除染と同様に、たてどいはけ口の汚泥

除去や落ち葉除去、除草などの内容で行う予定で

ございます。 

  また、公園等が併設されている場合には、子ど
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もが長時間生活する施設として、表土除去などを

含めた手法も検討いたします。 

  ⑶の除染開始当初から現在までの中で、除染を

希望する方の対応の変化や要望の変化についてお

答えをいたします。 

  一般住宅の除染開始当初は、いつごろ自宅の除

染を実施するのかといった時期に関すること、ど

のような除染メニューなのかといった除染内容に

関すること、子どもへの影響が心配だといった健

康影響に関することなど、数多くのお問い合わせ

をいただいてまいりました。 

  今年度は、最終エリアの除染を実施していると

ころでございますが、問い合わせ件数自体は減少

傾向にございます。 

  また、問い合わせ内容は除染時期に関するもの

が主となってきておるところでございます。 

  これは、これまでに約１万棟の住宅除染を実施

し、市民の皆様方に住宅除染の内容等について一

定の理解をいただいているためというふうに認識

をしているところでございます。 

  今年度の住宅除染の申し込み棟数については、

これまでに比べまして減少傾向にございますけれ

ども、これは、現在、事故から３年半が経過し、

自然減衰により空間放射線量が低減していること、

及び今年度対象エリアが市内でも比較的線量の低

いエリアであることなどが影響しているものと考

えておるところでございます。 

  ⑷の地域除染活動に対しての本市の支援につい

てお答えいたします。 

  地域除染活動は、環境省の放射線量低減対策特

別緊急事業費補助金の事業である線量低減化地域

活動支援事業として規定する事業でございまして、

市民の皆様との協働により除染をするものでござ

います。 

  具体的には、地域の公園の草刈りや遊具の拭き

取りなど、自治体やコミュニティー等の住民の

方々が人力で行う除染作業に対しまして、必要な

消耗品の提供、それから機材の貸し出しなどを行

っているというふうなことになっております。 

  一方で、敷地内の埋設保管など、重機等が必要

な作業につきましては、住民の方々ができないこ

とから、市が業者に委託をしまして実施をしてい

るところでございます。 

  これまで、分譲地にあります小規模公園11の施

設、通学路１地域、小学校１校で地域の皆様方の

協力をいただきながら除染を実施したところでご

ざいます。 

  なお、この事業を活用し、各地域でみずから除

染作業を実施する場合には、除染実施計画で設定

しました各施設の除染の優先順位にかかわらず、

先行して除染作業を進めることができるという利

点があるところでございます。 

  以上となります。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ⑴と⑶についてはよくわか

りました。再質問を、⑵、⑷番でしていきたいと

思うんですが、自治公民館の除染作業について再

質問をいたします。 

  原則として、自治公民館の除染作業は、たてと

いはけ口の汚泥除去、落ち葉除去、除草というこ

とでしたが、⑴の答弁の中で、自治会公民館は地

域の代表者の方と連絡をとりながら進めますとい

うお答えでしたので、確認をさせていただきたい

のですが、代表者の方から、汚泥除去、落ち葉除

去、除草以外の除染作業の依頼があった場合、

「いや、もうちょっとここやってほしいんだよ」

とか、ちょっとした要望でしたりとか、そういっ

たことがあった場合は対応していただけるのかど

うか、お尋ねをいたします。 

  また、もし作業として線量が下がらなかったと



－210－ 

いった場合には、二度目の除去はあるのかどうか

お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。   

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） その自治会長さんなり

代表者の方から、除染についてのご要望があった

場合に、どういうふうにお応えしていくのか。あ

とは再度除染というようなことを、どういうふう

に考えているかというようなご質問だと思います。 

  まず、除染につきましては、補助金メニューと

いうものが決まっておりますので、やはりその中

で対応をさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

  そんなところで、先ほど申し上げましたように、

雨どいのたてどいのところの汚泥の除去であると

か、あるいは落ち葉の除去であるとか、そういっ

たものが対象となるというふうなことでございま

して、例えば、18歳以下の住宅でやっております

ような表土除去というものは、補助対象メニュー

にはございませんので、そういったものは残念な

がら対象とならないというふうなことであります

ので、やはり補助対象メニューの中からというふ

うなことで考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

  それから、0.23以下にならなった場合というふ

うなことでありますが、再除染というようなこと

でありますが、それにつきましては、前もたしか

議会のほうでも答弁があったかと思いますけれど

も、国のほうで、環境省のほうで再度の除染とい

うふうなことについては現在のところ考えていな

いというふうなことだと思います。でありますの

で、国なりの動向を今後も見据えながら、そちら

については考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 大変よくわかりました。除

去メニューに沿っての作業内容ということで了解

をいたしました。 

  続きまして、⑷の再質問させていただきたいの

ですが、地域除染活動についてなんですけれども、

市民との協働で除染を進めるものであるという答

弁をいただきました。線量低減化地域活動支援事

業として除染するということでしたが、この事業

については、ちょっと知りませんでした。この事

業に対しては、これを最初から知っている方が協

働作業でやるから申し込みしますよというだった

のか、または、お問い合わせがあったら紹介する

という形での事業だったのか、ちょっと認知度が

低いように思われますが、どういったことでの作

業へとつながったのでしょうか、お尋ねをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） この地域活動支援事業、

どんなふうにして市民の皆様に周知していったの

かというふうなご質問かと思います。 

  これにつきましては、この除染を始めるに当た

りまして、地域ごとだったと思いますけれども、

説明会のほうを開催してございます。その中で地

元の自治会長さんなりに集まっていただきまして、

そこでこういう方法もございますというふうなこ

とで、ぜひこんな手法もお使いになっていただき

たいというふうなところをご説明申し上げたとい

うような経緯がございます。 

  それから、広報等でも周知を図ったところでご

ざいます。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 了解いたしました。 

  今でも、震災から３年半たちましたが、今もこ

ういう市民協働でということでの申し込みの件数
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なんかはあるのでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 現在まで、平成24年度

が３施設、それから、平成25年度が10施設という

ふうなことになっているわけなんですけれども、

やはり地元の皆様方、地域除染といいますと、大

体がその地元のちっちゃな公園とかをご要望され

るわけなんですね。つまり、先ほど申し上げまし

たように、今年度、帰属公園、小規模の公園を実

施するというふうなことになっているわけなんで

すが、いや、それまで待てない。心配だから早く

やりたいというふうなことで、やはり地域の皆様

方が自主的に取り組んでくださったというふうな

ことでありますので、今年度、その小規模な帰属

公園等も除染を実施するというふうなことであり

ますので、希望はかなり減ってくるものだろうと

いうふうには考えております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 着々と除染が市民協働の活

動の中でも進んでいるということがわかりました。 

  本市の除染作業もかなり進んでおります。安

心・安全なまちづくりのため、今後も着実に除染

作業が進むことを期待し、私の一般質問を終わり

にいたします。ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、２番、星宏子君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齊 藤 誠 之 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） 皆さん、改めましてこんに

ちは。お昼を食べた後ということで、なかなか消

化の時間ということで眠気も増してくるかと思い

ますが、元気よく、テンポよく質問を一生懸命し

たいと思いますので、どうぞご協力いただければ

と思います。 

  議席番号４番、ＴＥＡＭ那須塩原、齊藤誠之、

市政通告に従いまして、質問をさせていただきま

す。 

  １、那須塩原市の住みよさランキングについて。 

  ６月27日に公開された東洋経済新報社の「住み

よさランキング2014」で、本市は県内では１位、

関東地区では17位、全国でも94位という順位をつ

けました。 

  この住みよさランキングは、それぞれの市が持

つ都市力を「安心度」、「利便度」、「快適度」、

「富裕度」、「住居水準充実度」の５つの観点に

分類し、採用15指標について、それぞれ平均値を

50とする偏差値を算出、その単純偏差値を総合評

価としてあらわしたものです。 

  今回の結果を受け、他市並びに住民からの注目

や関心が高まり、本市はこの結果を踏まえた定住

促進のまちづくりを進めていくことから、以下の

点についてお伺いいたします。 

  ⑴本市の順位に対しての所見をお伺いいたしま

す。 

  ⑵今後定住促進に向けて、どのように反映して

いくのかをお伺いいたします。 

  ⑶今後の本市の取り組みについてお伺いいたし

ます。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 齊藤議員の質問に順次お

答えいたします。 

  那須塩原市の「住みよさランキング」に関する

問いでございますが、これ一括してずっと答えて
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まいります。 

  東洋経済新報社が、例年公表している「住みよ

さランキング」については、それぞれの持つ都市

力について、独自の観点から公的統計データをベ

ースに、全国の都市をランクづけしているところ

から、客観的かつ公平性のあるランキングである

と認識しております。 

  今年の「住みよさランキング」において本市が、

全国813都市のうち94位、県内では１位、関東地

区、けさ調べたら東京23区も含まれています。含

まれて203の都市、郡がございますが、その中で

17位という数字だったと思います。 

  これまでの行政運営だけではなく、民間も含め

た経済力や民力度が高く評価されたものと考えて

おり、改めて本市のポテンシャルの高さを認識し

ております。 

  今後は、ランキングで示されている指標も参考

にして、本市の強みと弱みを強く意識した上で、

さらなるランクアップを目指して、各種の事業を

実施してまいりたいと考えております。 

  そのことにより、市民の皆様に「このまちに生

まれてよかった」、「住んでよかった」と感じて

いただけるようなまちづくりができると思ってお

ります。 

  さらに、本市が住みよいまちとして県内１位と

いう評価を受けたことを踏まえ、「住んでみたい

まち」として認識されるよう、その魅力や優位性

を強く内外にＰＲをして、定住促進につなげてい

きたいと思っています。 

  このランキング関係についてなんですけれども、

一言つけ加えておきますが、那須塩原市、つい５

年前まで240位前後だったんですね。ここ３年ぐ

らいで急成長したと。このことを私はとても強く

見ていて、この効果って何だ。これは合併のメリ

ットと総体的として分析しております。 

  ですから、ことしの94位に満足をしているわけ

ではありません。なぜなら、合併をした栃木県内

の市町、私も詳しくではないんですけれども大ざ

っぱに調べた中では、合併してランキングが上が

るって、ほとんどない。合併すると落ちてくるん

ですよ。それはいわゆる過疎地を吸合して合併す

る。全国がそういう形になっておりますので、そ

の中で一人、これは名前を上げてあれですけれど

も、塩原とか旧高林地区は過疎の地域でございま

すが、過疎を持ちながらなおランクが上がると、

こうことについては非常に私は合併の一番のメリ

ットだったと思います。 

  いずれにしても、この個人、市民一人一人がそ

の地域に住んだ幸福度といいますか、住みよさ、

こういうものについて上位にランクされていると

いうことについては、これは私も大変うれしく思

っておりますが、これのみを他に向かって誇りに

してお話をしようという気はございません。 

  なぜなら、ランキングって、別な見方もあるん

ですよ。これは、例えば私の手持ちしている寺島

実郎さんの研究所で発表しているランキングは、

この東洋経済が15の指標、しかし、その先生の指

標は60の指標。物すごく詳しく分析をしてやって

おりまして、まだこの指標の結果は、市までは出

ておりません。県の中で、全国47都道府県のラン

キング、きちっと出ていまして納得するんですけ

れども、栃木県というのは、多分私の試算では47

で、住みよさランキングで間違いなく７位とか９

位とかに入るはずでございましたが、現在、19位

なんですよ、栃木県全体で。 

  何が足を引いているか、それは経済力とか産業

の力とか、人口増加率とか、１人当たりの所得と

か、全部一桁ですから。だから、こういうものが

あるのに何で19位なのと思って実は調べていたら、

選挙の投票率、これ全国で47都道府県で45番なん



－213－ 

ですよ。結局、この選挙の投票率が上がらないと

いうのは、このことが大きく足を引いて、もう真

ん中まで引き下ろされていると、栃木県で。 

  本市についても似たような現象がないとは言え

ないので、この点については、これは執行部とか

議会とかではなくて、市民全体でもう一生懸命努

力をして、至らないものは上げていくと、こうい

う形にしていければ幸いかなと思っておりました。 

  ただ、冒頭申し上げましたように、合併してラ

ンクの上がっている市、ほとんどありません。落

ちっぱなしです、周辺を見ても。これ、とっても

不思議な現象。こういうことは、那須塩原市が誇

りに思って、自信を持って施策を遂行していって

いいと、こういう判断も私にはございます。あと

は齊藤議員の判断の中で、やっぱり数字を見て、

数字を覚えるだけでは人はだめで、それが何を意

味しているか、こういうことを常に掘り下げてい

って、私はいるつもりで市政担当に当たっており

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） 市長、ご答弁ありがとうご

ざいました。 

  私が用意した「住みよさランキング」以外に市

長がご用意したデータということで、私はこの１

位のことに関して元気よくいこうと思ったんです

が、全国的なデータ、上には上があって、いろい

ろなところの観点は必要だということで、とても

勉強させていただきました。 

  ただ、投票率の低下に関しましては、私の質問

で出た以上ではないと思いますので、各議員が頑

張って、那須塩原市を盛り上げていくということ

で、その辺は議員の立場としても頑張っていきた

いと思います。ありがとうございます。 

  そして、再質問のほうに入らせていただきます。 

  ただいまご答弁ありましたけれども、本年度の

本市の全国の順位は、先ほども申したとおり、昨

年も94位だったんですが、同様の94位ではありま

したが、県内では54万人都市以上のランキングで

はトップの宇都宮市を抜いて１位となりました。

改めてポテンシャルの高さを認識したと今お答え

がされたと思います。 

  数字を見てみると、利便度の高さ、そして今回

から安心度ですね、安心度が14の指標から15の指

標に変わりまして、保育所関連のデータ、待機児

童、調整済のゼロから４歳、人口当たりの保育所

定員数が算出指標に追加されたということで、本

年度にかわりましては、なぜか数値のほうが下が

ったということを聞きましたけれども、本市の取

り組みに関しまして、今後さらなる順位の向上が

見られる。そして順位の、高い順位が続くと予想

されます。 

  そこで、今年度住みよさランキング県内１位と

せっかくなったわけですから、この順位を本市に

住んでおられる市民の方に示すことで、那須塩原

市は県内で最も住みよい地域であるという認識を

共有していただくことが必要だと考えますが、い

かがでしょうか、お伺いいたします。また、知っ

ていただくための周知などは行ったのでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 住みよさランキング県

内１位ということで、その辺のＰＲがどうかとい

うお尋ねだと思いますけれども、市長みずからさ

まざまな団体の会合とかイベントにおいて、住み

よさランキングが県内１位になったということを

話されてきております。これが一番の市民へのＰ

Ｒかなというふうに認識しているところでござい

まして、また６月の記者会見の後に、新聞などで
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も県内１位になったということが取り上げられて

ございます。今後もさまざまな機会を捉えまして、

こういった住みよいまちであるということをＰＲ

していきたいなというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ただいまご答弁いただきま

した。市長がさまざまなイベント等々で言葉を発

せられているということで、周知をしているとい

うことなんですが、こういった質問をさせていた

だいたというのも、外部の審査機関での今回は評

価ということで１位となりましたが、本市に住ま

われている市民の実際の評価では違うところもあ

ると考えるからです。結果を踏まえて実感してい

ただいている方も、そうじゃないと感じている方

もいると思います。そうした市民の反応を得るた

めにも、周知が必要ではないかと思いまして聞か

せていただきました。もちろん、市政やまちづく

りにもっと関心を持ってもらうことが一番である

からと思います。今さらではありますが、定住と

は、現在住んでいる人が今後も住み続けることで

あり、定住に必要なものは地域の住みよさと地域

の魅力であります。また、年齢の経過とともに愛

着が湧く傾向があり、住みやすい、住み続けたい

となっていきます。 

  ちなみに、平成24年度から始まった後期基本計

画の策定に資する調査として、本市が平成22年度

６月に行いましたまちづくりのアンケートでも、

本市において住みやすいかというアンケートの回

答に対して、住みやすいまたはどちらかと言えば

住みやすいと答えている市民の方が79％、住み続

けたいかのアンケートでは、住み続けたいが

68.9％と本市に住むことに関してのデータとして

は、今回の住みよさランキングイコール定住と考

えると同じ傾向にあり、住みやすいという結果を

本市が掲げている定住促進に置きかえるとよい結

果が出ていることから、そのいいところはアピー

ルすべきであると考えます。また、那須塩原市へ

の愛着を感じている方もやや感じている人も含め

76.2％と、この当時のデータでは高い数値となっ

ております。 

  そこで、市民の方と行政が愛着を持って一体感

を持ち、本市の魅力を伝え、定住促進を図るため

に、那須塩原市市民にも住みよさをＰＲしていた

だくことも考えてみてはどうでしょうか。この情

報、住みよさを発信する方法としては、定住促進

計画のシティプロモーションに掲げているとおり、

まず住んでいる人たちがその気持ちを持っている

ということが重要な事実になると思います。そこ

で、住みよさのＰＲを行うに当たって、那須塩原

市民の方にもわかりやすくアピールしやすい定住

促進にかかわるキャッチフレーズを作成する等の

考えはありますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 現在、定住促進計画の

中では「ウェルカム なすしおばら」ということ

で、キャッチコピーをつけてございます。現在、

スパックという若手の実行部隊の中で、このキャ

ッチコピーのつくり方等の研修も行っておりまし

て、住みよいというところも視点に入れて新たな

ものができるのであれば、そういったキャッチコ

ピーをつくってＰＲをしていきたいというふうに

は考えております。今のところ、「ウェルカム 

なすしおばら」というものを全面に出してＰＲを

していきたいと思っています。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ご答弁いただきました。 

  「Welcome!! なすしおばら ～えらばれしま

ちへ～」、「ウェルカム なすしおばら」という

定住促進のキャッチフレーズを今企画部長がお答



－215－ 

えいただきました。こういった市民の方にも浸透

しやすく、覚えやすく、気軽に発言できる言葉が

あれば、この言葉をそのまま利用できるはずなん

です。外から来る方にも「ウェルカム なすしお

ばら」、そして住んでいる方、住みに引っ越して

きた方にも、隣の住民が「ウェルカム なすしお

ばら」と、行政だけが発信するものではなく、市

全体がこのキャッチフレーズを意識して発信して

いくことで、少なからずや愛着を持ちやすく、気

軽にそのまちをＰＲでき、なおかつ愛着を持ち住

んでいる市民の意識を表現できると考えておりま

す。 

  それ以外にも、例えば駅前にフラッグを、ちっ

ちゃいフラッグでもいいですから、今年度でいけ

ば「2014ウェルカム なすしおばら」と、あと商

店街にも掲げる、こういった意識づけもできると

思います。各所に分かれて、ある年数ごとに見直

し、常に市民の方とプロモートできるような楽し

い仕掛けをこれからも考え、住みやすさを追求し

ながら市民の方とともに、このまちの住みよさの

ＰＲをし続けていけるような取り組みなども行っ

てほしいと思います。 

  定住イコール住みやすさ、本市は定住構想で７

つのキーワードを掲げ、さまざまな取り組みに着

手しているところです。このキーワードの中には、

住みよさランキングに反映される項目がたくさん

あると思います。ぜひ現在取りかかっている施策、

これから取りかかる施策が多々ある中でも、各部、

各課の協力のもと、努力と熱い思いを持った行政

パフォーマンスでさらなる住みやすさを向上して

いただきたいと思います。 

  市長は、このランキングに対し、「一日でも早

く上位50位を目指すべく、市の徹底した活性化と

底上げをしていきたい」と述べております。一つ

の指標とはいえ、たくさんの方々が一目見てその

位置を知ることができるのは数字です。この数字

ばかりで本当のよさはわからなくとも、そのよさ

の認識を市民の方や他の地域に住まわれる地域の

方に発信していただきたいと思います。 

  最後に、昨日の新聞ですが、県内の県立、私立

高校２年生1,113人を対象に実施したアンケート

調査で、栃木県の話題ですが、栃木にずっと住み

たいと答えた生徒が５年前の2009年度の数値を大

きく上回ったという喜ばしい記事が掲載されてお

りました。県内に住む高校生ということで、県全

体の喜びもそうですが、本市にある高校生にもこ

の回答は含まれていると考えると、とても先が明

るいことだと思います。そしてこのアンケートで

も、愛着を感じているかとの問いにも、とても感

じているが30.9％、やや感じているが40.8％と７

割もの数値が出ております。今後の定住に向けて

の大きな自信になることでしょうから、本市各課

の皆様の懸命な努力のもと、市民全体に愛着を持

っていただくさらなる行政サービスと取り組みの

お願いを申し上げまして、この項の質問を閉じさ

せていただきます。 

  続きまして、２番、ふるさと納税について。 

  ふるさと納税（寄附金）は、ふるさとに貢献し

たい、また、本市以外に住まわれている方々から

那須塩原市を応援したいという納税者の思いを実

現するために、平成20年度税制改正により制度が

創設されました。特に最近ではメディアにも取り

上げられ関心が高まっております。本市において

も過日、新聞報道にもありましたように、ふるさ

と納税の見直しを掲げ、この制度に本格的に取り

かかる中、新たな税収の確保や本市の魅力をＰＲ

できる場であると同時に、他の団体への寄附が盛

んになれば、地元住民がいながら税収が減ること

も懸念されることから、ふるさと納税の本市にお

ける取り組みについてお伺いいたします。 
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  ⑴ふるさと納税の現状についてお伺いいたしま

す。 

  ⑵ふるさと納税についての捉え方についてお伺

いいたします。 

  ⑶ふるさと納税のメリット、デメリットについ

てお伺いいたします。 

  ⑷ふるさと納税に対し、今後の取り組みについ

てお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） ２、ふるさと納税につ

いて、順次お答えをいたします。 

  まず、⑴のふるさと納税の現状についてですが、

本市のふるさと寄附制度は、ふるさと市民カード

を通して地域経済の活性化を図ることを大きな目

的として創設したものであり、寄附者が寄附金の

使途分野を指定できる制度として、本年度で７年

目を迎えるところでございます。 

  これまでの実績といたしましては、制度を開始

した平成20年度から25年度までの６年間で、合計

75名、総額で約931万円の寄附をいただいており、

各年度の平均では、寄附者12.5名、寄附金約155

万円でございます。 

  次に、⑵のふるさと納税についての捉え方につ

いてですが、これまでふるさと納税につきまして

は、寄附者のふるさとに貢献したい、地域を応援

したいという思いを形にするために寄附金の使い

道を選択していくことのみで、本制度を運用して

いたところでございますが、市を広くＰＲするこ

と、歳入の確保等本制度を有効に活用していく検

討を始めております。 

  次に、⑶のふるさと納税のメリット、デメリッ

トについてですが、ふるさと納税のメリットとし

ては、自分のふるさと以外でも、好きな地域の自

治体に寄附することができること、寄附者が寄附

金の使途を選択できる場合があること、寄附金額

が2,000円を超える場合は所得税並びに個人住民

税において寄附金控除が適用されることなどが挙

げられます。また、ふるさと納税に関するデメリ

ットについては、特にないものと思われます。 

  最後に、⑷のふるさと納税に対し、今後の取り

組みについてお答えします。 

  ふるさと納税を通じ、本市の知名度をさらに向

上させること、特産品を知ってもらうこと、そし

て本市を訪問してもらうことを念頭に置いて検討

を行うとともに、寄附の手続の簡略化についても

検討をしてまいりたいと考えております。 

  いずれにいたしましても、本制度を有効に活用

することで、定住促進の一環になるような制度設

計を実施してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ご答弁ありがとうございま

す。ただいま、部長のほうからご回答があったと

おり、今後ふるさと納税の制度によりまして、税

収が減る中で新たな税収の確保や本市の魅力をＰ

Ｒできるというこの制度に対して、本市も素早い

対応をしてくれているということにとても感謝を

しております。 

  その中で、今回この取り組みに対して検討なさ

れている内容についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 今回、制度の新たな取

り組みということでございますが、これまでの寄

附だけをいただくという方と、新たに特産品を対

象とする方、２通りできるというふうに考えてご

ざいます。そんな中で、これまでやっていたふる



－217－ 

さと納税につきまして、そのまま制度を存続させ

ていきたいというふうには考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ありがとうございます。 

  それでは、今回、その件におきまして、今回の

内容について補正のほうで取り組みを検討されて

いるということで、よろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 今回、新たな特産品を

お送りするというようなふるさと納税の制度を検

討しているわけでございますけれども、その予算

を９月補正に計上をさせていただいてございます。

補正で計上している内容につきましては、業務委

託としてサイトの開設からＰＲ集の特産品の送付

等を一括して行っていただけるような、そんな委

託を今考えているところでございます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ただいま、ご答弁いただき

ました。業者を使ってのＰＲ、そしてそれのホー

ムページのサイトの構築ということで、地域の物

産等々に関しましては、自分たち市民、そして行

政の方が率先をして集めてくると思います。サイ

トの構築に関しましてはしっかりと業者にお願い

するものとして、物品、内容に関しましてはしっ

かりと話し合っていただきたいと思います。 

  続きまして、寄附の対象として各自治体により

いろいろな選択ができると思うんですが、本市の

場合には現に住んでいる市民が自分の市に寄附を

できるようにするのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 市民が寄附をできると

いう制度、これまでも寄附をいただいてきたとい

う実績がございまして、26年度は８月20日までに

21件ほど、市内の方もご寄附をいただいてござい

ます。そういうこれまでの市民が寄附をしていた

という制度も、そのまま残していければというふ

うに思っておりますが、できれば市民の方には特

産品というものを選ばない形での寄附をいただけ

ればというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） 部長のほうでちょっと言い

づらかったと思うんですが、私そこの、今答弁が

なければ、その先を聞こうと思ったんですが、市

民として市を応援したいということであれば、市

の応援のしるしであるふるさと市民カード、こち

らのほうで市の特典を受けていただくという形で

あればいいのかなと思いました。そのふるさと市

民カードのことについて、ちょっとお聞きしたい

んですが、これに関しましては、今答弁があった

とおり、回答はわかるとは思うんですが、今後も

カードとしての存在は残るのでしょうか、お伺い

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） その点、ふるさと市民

カードにつきましては、存続をしていきたいとい

うふうに思っています。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） もう一度、ふるさと市民カ

ードについて聞かせてください。現在、協力店が

いろいろジャンルによってたくさんあると思いま

す。今後、ふるさと納税の制度を利用した中で、

各企業のＰＲも含めてホームページ等では業者、

協力してくれる協力店のほうを応募していると思

うんですが、今後拡大を狙う考えはおありでしょ

うか、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 
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  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） ふるさと市民優待店と

いうんですかね、協力店が市内に、市の施設も含

めて89店舗ございます。ここら辺については、で

きるだけふるさと市民カードを使って有効に利用

できる範囲をふやしていければということで、引

き続きＰＲもしていきたいというふうに思ってい

ます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ぜひ、協力のほうをお願い

していただきまして、協力業者、そして寄附をす

る市民の方々がふえることを期待いたします。実

際、ホームページのほうを見ると、結構割引のい

いものとか内容が書いてあるんですね。びっくり

しちゃって、そこまでやっていいのかというよう

な内容もありますので、ぜひ皆さん、ホームペー

ジのほうを見ていただきたいと思います。 

  それで、４番、新聞の報道なんですが、企画部

長のほうでふるさと納税制度に関しまして、県内

類例のないものにしたいと言っていることで、今

考えているとは思うんですが、この制度を行う上

で、現段階で考えること等があれば、お聞かせ願

います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 類例のないものという

ことで、今非常にふるさと納税制度がはやってい

まして、いろいろな自治体でいろいろな取り組み

がもう始まっちゃっていますので、こちらで考え

ていることが、既にもう実施されているというよ

うな状況になりつつあるところではございますけ

れども、できるだけふるさと納税という形で寄附

をいただいた方、できればこちらにまたおいでい

ただいて宿泊とかできるような、そんなことも考

えていきたいなというふうに思っています。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ありがとうございます。 

  確かに、報道が過熱してから自治体ですごいス

ピードで立ち上げているところがあると思うんで

すが、本市においては応援したい人はそのまま寄

附という形で意思をあらわしていただけますが、

多分全国民に角度を変えますと、明らかにお得感

とか食べたいものとか、そういった違った理由で

寄附をしてくださる全国民がいると思います。そ

の中でも、自分たちの地域のポテンシャルを生か

したもの、例えば那須塩原の認定ブランド、そし

て今部長が言いました塩原・板室温泉、そういっ

たものを含めて、地域に、那須塩原だからできる

もの、こういったものをしっかりとパック詰めを

してやっていただきたいと思います。 

  平成25年12月に企画部市民協働推進課統計係か

ら発行しているふるさとウォッチングという冊子

に記述してありますブランド総合研究所統計の地

域ブランド調査というものがありまして、本市の

産品購入意欲度は、先ほどの住みよさと一緒なん

ですが、ランキングなんですが、高いとは言えな

い順位となっております。このふるさと納税制度

を利用して、先ほども言いました那須塩原の認定

ブランド等も含めたブランド商品、それや那須塩

原市の魅力ある食品、あるいは食品以外の名産品

などをＰＲすることで、産品購入意欲度の向上も

図れ、順位が上がると考えられます。本市におい

ては、既に取りかかっております商品もあると思

いますが、今後いろいろな観点からふるさと納税

を寄附していただけるようなラインナップをそろ

えていただきたいと思います。 

  これぞ那須塩原と思っていただけるような、こ

の地域を知っている人たちからふるさとを今一度

考えていただけるような品も考えていただきたい

と思います。 
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  先ほど申しましたとおり、この地域をＰＲする

商品、温泉のあれとかも言いましたけれども、地

域を限定としてもおもしろいのかもしれません。

足を運んでいただけるような商品を含むならば、

例えば関東圏限定とか、そうしてみるのも一つの

手でしょう。遠方の方に関しましては、そのまま

那須塩原のブランド、あとは食品、名産品をアッ

プするような、とにかく選べる種類により、この

制度を利用し応援してくださる人たちには魅力を

求めてホームページ等にアクセスしてくれるよう

な、そのようなしつらえをしていただければと思

います。 

  また、本市のＰＲと特産、名産品を踏まえて、

本市の魅力を発信し、寄附をしてくださる、本市

を応援したい方々がふえるとなると、その発送に

係る商品の詰め合わせやその関連業務などで雇用

の創出につながる、そういった事例も全国では起

きております。 

  この地域の魅力がホームページ等を見に来た

方々に発信できるような取り組みを、重ね重ねで

すが、お願いいたしたいと思います。どの自治体

も工夫を凝らしております。ぜひ、しっかりとし

た流れをつくり上げて、ふるさと納税制度に取り

組み、そして始まった項目ということで、月日が

たてば検証もできると思いますので、本市の魅力

と、そして定住促進を進める本市の取り組みにつ

いて、一つ思ったんですが、その商品の中に住み

よさランキング１位という紙、入れてもいいと思

うんですよね。何だろう、ＱＲコードとかをつけ

て携帯出せば、そこに跳ぶとかということで、と

にかく周知していただいて、この市はこういうこ

とをやっているから、これだけ順位が上がったん

だというところもやっていただくのもおもしろい

かもしれません。 

  この制度は、確かにふるさとを応援したいとい

うことで、純粋な思いからふるさとを応援したい

制度から始まったと思うんですが、先ほども言っ

たとおり、地域の魅力あふれる商品を目当てに来

る国民の方もいらっしゃると思います。ぜひ、関

東圏に定住促進で言えば、関東圏の方々には、そ

このホームページに行き着いていただき、ホーム

ページのど真ん中のところからクリックしてもら

ったときには、本市のよさと定住促進をうたって

いる本市の取り組みにアクセスできるような、そ

んな取り組みに期待をして、この項の質問も終了

させていただきます。 

  ３、小中一貫校について。 

  政府の教育再生実行会議がこのたび５次提言の

骨子をまとめましたが、その中の一つに小中一貫

教育学校(仮称）があります。国は、義務教育の

９年間の中で教育課程の区切りを柔軟にできるよ

うにすることを要請しており、今後制度化に向け

た話し合いが進められていきます。本市において

も、先進的な教育に力を注いでおり、将来の子ど

もたちのために整える教育環境には大きな期待を

することから、以下の点についてお伺いいたしま

す。 

  ⑴本市の目指す小中一貫校の基本方針をお伺い

いたします。 

  ⑵今年度から始まった本市の小中一貫校の現状

についてお伺いいたします。 

  ⑶現状における小中一貫校のメリット、デメリ

ットをお伺いいたします。 

  ⑷本市における将来の小中一貫校のあり方につ

いてお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、小中一貫校
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についてのご質問に順次お答えさせていただきた

いと思います。 

  まず、⑴の本市の小中一貫校の基本方針につい

てのご質問でありますけれども、教育委員会では、

小中一貫教育を人格の基盤である確かな学力、体

力、社会力、豊かな心の育成を目指す人づくり教

育の柱と位置づけ、各中学校区の地域の特色を生

かした教育活動を展開しながら、児童生徒の生き

る力を育成していきたいと、このように考えてお

ります。具体的には、小中一貫教育を通して９年

間を通した学びの連続性を確保しながら、学力と

体力の向上を図るとともに、より幅の広い異年齢

集団による体験活動を通して、集団における生き

る力、人間としての生き方に対する心や態度を育

成していきたいと、このように考えております。 

  次、⑵の本市の小中一貫校の現状についてのご

質問でありますけれども、これは塩原小中学校か

と思いますので、この取り組みについてお答えを

いたします。 

  塩原小中学校では、児童生徒の育ちと学びを結

びつけながら、発達の段階に応じた適切な支援を

行うことによって確かな学力、体力を育成するこ

と。また、塩原の自然を生かした豊かな体験活動

を通して人間性を育み、児童生徒一人一人の個性

を伸ばすこと。これらを目標にしており、小中一

貫教育をスタートさせたところであります。具体

的には、９年間を見通したカリキュラムによる英

語教育と、地域とのかかわりを重視した生活科、

総合的な学習の時間の実践を２つの柱として施設

一体型の利点を生かしながら、学年を小学１年生

から４年生、５年生から中学１年生、そして中学

２年生から３年生までのくくりとする体制をとり、

小中学校の先生が相互に授業を担当するなどしな

がら、教育活動を展開しているところであります。 

  続きまして、⑶の現状における小中一貫校のメ

リット、デメリットについてのご質問ですが、こ

れも塩原小中学校を例に答えさせていただきます。 

  塩原小中学校における施設一体型の小中一貫教

育のメリットとしましては、中学生が小学生の面

倒をよく見ることで、学校全体に親和的な雰囲気

が醸成されていると。中学生の節度ある行動が小

学生のよい手本となっている。また、小中学校の

教職員同士の情報交換が密にできているため、９

年間を見通した児童生徒の指導がスムーズに実践

できている。さらには、教職員の相互乗り入れに

より効果的な学習指導が展開できているなど、さ

まざまなメリットが報告されております。 

  課題としましては、小学校６年生のリーダーシ

ップが図りにくい、小中合同行事の企画、準備に

時間がかかる等が報告されています。また、現在

学校教育法におきまして、あくまでも小学校、そ

して中学校が別であるため、先ほど申し上げたよ

うに一貫校としての４、３、２のくくりによる学

制とのずれが生じているということも課題となっ

ております。 

  最後に、⑷の将来の小中一貫校のあり方につい

てのご質問にお答えいたします。 

  将来の小中一貫校のあり方につきましては、平

成28年度からの全市小中一貫教育開始に向けまし

て、各中学校区とも準備を進めているところであ

ります。基本的には、塩原小中学校以外の各中学

校区におきましては、施設分離型での実施になり

ますので、地域や学校の特色を生かし、知、徳、

体の調和がとれた児童生徒の育成を目指す教育目

標を設定するとともに、児童生徒の心身の発達を

十分考慮した上で、義務教育９年間を見通した教

育課程を編成、実施することにより、小中一貫教

育を推進していきたいと、このように現在考えて

いるところであります。 

  以上です。 
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○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  それでは、再質問のほう、関連がございますの

で、一括にてさせていきたいと思います。 

  まず、１番の基本方針の件でございますが、今

年度の基本方針が書いてある冊子を見させていた

だきました。昨年度では計画段階、研究段階であ

った本市の小中一貫に関しまして、今年度は取り

かかっているということで、着実に研究を重ねて

きていることが理解できます。この件については

理解をいたしました。 

  そして、２番のほうで小中一貫の現状について

お伺いいたしましたが、施設一体型の塩原小中学

校の現状をお伺いしたのですが、本年度もう一つ

黒磯北中学校区ですね。こちらは施設分離型とい

うことで、こちらの現状についてもお伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、お尋ねの、

今年度スタートしました施設分離型の小中一貫教

育の現状ということでございましたので、今年度

黒磯北中学校区、稲村小学校、東原小学校、そし

て黒磯北中学校、こちらが同じく小中一貫教育を

スタートさせております。こちらでは、それぞれ

学校には教育目標というものがあるわけですが、

それに加えて黒磯北中学校区として共通の教育目

標というんですか、目指す児童生徒像というもの

を設定しております。参考に紹介しますと、さわ

やかな挨拶をする子、生き生きと学ぶ子、思いや

りのある子、これが黒磯北中学校区の小学校、中

学校それぞれ共通して、こういう子どもたちを育

てていこうということを目標と掲げております。 

  そして、塩原小中学校と同様に核となる、９年

間を貫くもの、それを２つ設定しておりまして、

１つが、系統的な９年間の話し合い活動、特別活

動のことですね。特別活動の中でも話し合い活動、

これらを９年間しっかりと通そうと。それからも

う一つが教科指導でありまして、児童生徒の実態

に即した算数、数学のカリキュラム編成、つまり

算数、数学を９年間見通していくということが、

この２つが黒磯北中学校区でそれぞれの学校をつ

なぐものとなっております。 

  また、それぞれの学習指導、それから児童生徒

指導、それから健康指導ですね。それから特別支

援教育という、この４つの領域についてそれぞれ

の中学校区の先生方が４つのどこかには所属をし

て、９年間を通してどういうような指導をしてい

くかということを、共通理解を図っているという

ことでございます。例えば、児童生徒指導であっ

たとすれば、どういうような基本的生活習慣を、

９年間段階を追ってやっていくかということ。そ

れらを評価表のようなものを作成して、どこまで

できているかということをチェックしたり、そん

なことを取りかかっております。 

  また、こういったことは学校だけの取り組みで

はだめなわけで、黒磯北中学校区の小中一貫教育

についてのリーフレットを作成しまして、それら

を全家庭に配布をしまして、一緒に子どもたちを

育てていってくださいということで周知を図って
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いるというような、そんなような状況にございま

す。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  その学校の区においての一つの指標を目指して

取り組んでいるということの状況に関しましては、

すばらしい取り組みだと思います。その中で、先

ほどから申しております施設分離型について詳し

くご説明願います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 施設分離型、一体型と

大きく異なるところで物理的にありまして、塩原

小中学校でお話ししたような活動が、正直言いま

して制限がかかってきてしまう、これは物理的に

仕方のないことであろうと思っております。です

ので、子どもたちが頻繁に交流をするというのは

ちょっと難しい部分がございます。 

  ただ、黒磯北中学校区におきましては、ご承知

のとおりスイスイウオークでしたでしょうか、そ

れを実施しておりますので、合同の行事を幾つか

持てるという、そこのところがあるかなと思いま

す。 

  一方で、先生方ですが、これは先生方のほうが

積極的に交流を図っているわけでありまして、少

なくとも年に一度は中学校の先生が小学校に、小

学校の先生が中学校に行って、実際に授業にかか

わるということを通して、それぞれの学校の教育

内容について理解を深めるということを実践して

いるわけであります。 

  いずれにしましても、小中一貫教育で一番大切

なことは子どもたちに何かをさせるということで

はなくて、実際、小学校と中学校の文化の違いが

まずあります。その文化の違いをお互いに理解し

あって、中学校であれば小学校というところはど

ういう教育をしているんだ、逆に小学校であれば

中学校に子どもたちが行ったときに、どういう教

育を受けるのかということをしっかりとまず先生

方が理解し合う、簡単に言えばそういう小学校と

中学校の文化の違いをなくすというところが大変

大切なことだなと、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） 現状についてのご説明あり

がとうございました。 

  先生方の交流ということで、確かに３番のほう

にもちょっとかかわってくるんですけれども、先

生が頻繁に小学校に顔を出さなければ、中学校に

行ったら誰だかわからない。極端な話、垣根を取

っ払って上がっていくわけですから、その生徒た

ちにはその中学校の先生がいたと認識を持っても

らうことがまず一番、そして信頼をかち取るのが

先生の力ということで、子どもたちの育成にかか

わるところで先生がキーポイントだということも

理解できました。ありがとうございました。 

  その中で、３番に精通しているんですが、こち

らもメリットについては、塩原小中学校に関しま

しては、同じ学校内、施設一体型ということで、

たくさんのよい効果が見られているということで

すが、先ほど申したとおり、回数に関しましては

頻繁に行えるわけではございませんが、施設分離

型にとっても同じような効果は得られているでし

ょうか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 基本的な、小中一貫教

育で目指すものについては、施設分離型であって

も一体型であってもできているんであろうという

ふうに思います。 

  ただ、同じことをするということは難しいわけ
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でありまして、逆にそれぞれの中学校区ごとに抱

えている課題、それから環境、いろいろなものが

違いますので、その学区で一番必要なもの、それ

が何かということをしっかりと議論し合った上で、

それを実践していくということが大切であろうと

いうふうに考えております。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ありがとうございます。そ

うですね、その現状に合ったものと、そして何が

メリットかというところもこれから、スタートし

た段階ということもありまして、いろいろな検証

ができると思います。今後、メリットが多いこと

が当たり前と思って小中一貫に取り組んでいると

いうことなので、ぜひまた後に聞かせていただけ

ればと思います。 

  次に、教員の免許制度等が一部何ていうんです

か、教えることができる、先生によっては教える

ことができない免許等々のことが課題として書い

てあった記事を見たんですけれども、本市の場合

は教員の確保に関しては大丈夫なのかどうか、お

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 教員の免許制度の問題

でございますが、確かにおっしゃるとおり、現行

では小学校で授業をするためには小学校の教員免

許状が必要ですし、中学校の場合には中学校の免

許状、中学校の場合には教科ごとの免許状があり

ますので、そういった免許状を有していなければ

ならないという制限がございます。ただし、義務

教育の場合に多くの先生方は小学校の免許と中学

校の免許を両方所有しているケースが多くござい

ます。もちろんそれぞれの学校に配置する場合に

は、そういった先生方お一人お一人の所有する免

許状をきちんと把握した上で、適切に配置をして

いるということでございます。 

  また、中学校の先生におきまして、小学校の免

許なく中学校の先生が小学校に行く場合には、小

学校の先生と一緒にティームティーチングのよう

な形で授業にかかわる。逆に小学校の先生が中学

校の免許を持っていない場合には、同様に複数で

指導に当たるということは現行でも可能でありま

すので、そういったもので対応していっていると

いうのが現状でございます。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） 現状で免許をまだ持たれて

いないという方が、そういった何ていうんですか、

サブとして参加して一緒に触れ合っていくという

対応までできているということで、安心させてい

ただきました。やっぱり国の施策のほうで来年度

制度化される中で、その辺の問題も上がっている

ということで、大学等々では教育インターン制度

とか、いろいろまだ書いてあって、私のほうはち

ょっと理解していないんですが、そういったもの

も踏まえて、とにかく先生自身が教えられるため

に先生のために足かせになっているものはなるべ

くとりやすい状況をつくってあげなければ、先生

が子どもたちに向かえるはずのものが、免許とい

うところの壁があってできないことも大変だと思

いますので、その辺の取り組みのほうもよろしく

お願いいたします。 

  今、教育長のほうから一言出ましたけれども、

中学校に関しましては教科ごとの免許ということ

をおっしゃっていました。その中で、皆さん大体

わかるとは思うんですが、一部教科担任制、これ

についてをお伺い、説明をお願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 基本的に小学校の場合

には学級担任制、それから中学校の場合には教科
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担任制ということで、教育活動が行われているわ

けです。これは、子どもたちの発達に合わせた指

導方法でございます。 

  しかしながら、最近よく言われておりますのは、

小学校の高学年において思春期に差しかかる年齢、

大体学年でいけば５年生あたりから自我が芽生え

てくるという、そういう時期になってきますと、

多様な思考ができるようになってくるわけですの

で、おのずと専門性の高い教科指導というものが

子どもたちにとっては学習効果が高くなるという

ことが考えられます。あわせて、中学校へのスム

ーズな接続という点からも小学校高学年における

教科ごとに先生がかわって、しかも専門性をより

意識した教科ごとの指導をしていくということは、

大変大切なことであろうと思いまして、これにつ

きましては、もう数年前から取り組んでおります。

ただ、これは先生方が持っている免許とか得意な

教科とかという部分もありまして、なかなか一概

に同じような形で行えるわけではありませんが、

可能な限り各学校においてそういう体制をとって

もらいたいということでお願いはしています。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ご説明ありがとうございま

した。 

  専門性をよくするということで、子どもたちが

そういった教育にもう入っているということで、

ぜひその効果に関しましても後にお聞きしたいと

思います。 

  本市小中一貫教育の資料の中で、子どもたちの、

先ほど答弁ありましたけれども、中学校卒業まで

の姿をイメージして指導に当たるとあります。こ

ちらに関しましても先ほど説明はありましたが、

施設分離型であれば年度がかわれば、行く場所も、

学級のメンバーや担任、教科担任もかわることと

なる。要は来る学校が違うことによって、中学校

で初めて会う子ども同士の場合ですね。そういっ

たことも考えられ、中学校からは先生が教えに来

てくれているかもしれませんが、そういった環境

に対しての対応については、どうお考えかをお聞

かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） その点につきまして施

設分離型の場合に課題が残るわけでありますが、

それにつきましては、全ての学年において交流す

るというのは難しいわけですが、その接続の部分、

とても大切なことでありますので、小学校６年生

がやがて進学する中学校に少しでもなれるという

ことで、６年生の段階で何がしかの機会を設けて

進学してくる仲間と事前に顔を合わせて活動する

ということは意識して取り組んでいるところであ

ります。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ありがとうございました。 

  不安払拭ということで、ぜひ取り組んでいただ

きたいと思います。スポ少とか部活を、部活とは

言いませんね、スポ少でやっている子なんかはい

ろいろな学校で触れ合っているところということ

で、特に仲がいい子とか私もよく見るんですが、

部活動とか通っていない子ですね、スポ少とかに

入っていない子に関しましては初めていく環境と

いうことなので、そういったところも対応してい

ただければと思います。 

  あと１つ、来年度、今回の黒磯北学校区よりも

大きな学校が小中一貫教育を始めていくというこ

とで、内容に関してはそうやっていろいろな対応

で市のほうで対応していくということなんですが、

保護者への説明なんかはどのような形で行われて

いるのかを教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） ご質問のとおり、皆様

方にお配りしましたけれども、小中一貫教育、こ

のリーフレットの中でもありますとおり、27年度

からは黒磯中学校区、それから西那須野中学校区、

そして箒根中学校区、３つの中学校区がスタート

させるわけです。特に、西那須野中学校区ですと、

西那須野中学校を初め東小、南小、大山小と大変

大きい学校が、多分この辺が一番大きな規模にな

るのかなと思いますが、ですので、そういった規

模に応じた当然活動というのが考えられてくるわ

けですが、いずれにしましても、既に黒磯北中学

校区で行っていますとおり、その中学校区でどう

いう教育活動を行っていくのかということをまと

めた資料、リーフレット、そういったものをしっ

かりと各保護者に配布をして、理解をしていただ

く。それから、機会あるごとに説明をしていくと

いうことが一番保護者の方々に理解していただく

こと、そしてときには授業参観等、そういった機

会に実際にその活動を見ていただくと、そういう

ことを通して理解をしていっていただけるものだ

と、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  確かに、先ほど星議員のほうで、集まる、親学

等々の集まりが悪いと言ったときに、学校で一番

集まるのはどこかなと思えば、確かに授業参観、

そういったところで実施を示していきながら説明

するということは、すごい有効な手段だと思いま

す。デメリット、メリットということでいろいろ

伺わせていただきましたが、あらゆる対応をして

小中一貫校を那須塩原の一つの教育として立ち上

げていくという熱意を感じさせていただきました。 

  ４番のところに含めて言いますけれども、国の

示す教育政策、来年度制度化されるということよ

りも、いち早く取り組む本市の教育に対する熱意

は十分に伝わってきております。ただ、今回質問

させていただいている小中一貫教育を進める理由

としては、いじめや不登校などの問題や、現在の

学制がつくられた当時と比べ子どもの発達が早ま

っていることや学習内容の高度化が進んでいるこ

となどへの対策であると言われていることがあり

ます。今回に関しましては捉え方の問題だとは思

いますが、ぜひ対策としての新しい教育というよ

りは、本市がしっかり教育方針に書いてあるとお

り、この小中一貫教育はこれからの子どもたちの

教育には必要なことであること。そして教育者、

学校、保護者、親、地域の方全てで同じ方向を向

いて、地域の宝である子どもたちを本市の目指す

子ども像へと育てていくためには、小中一貫校の

政策が適当であり最適であると、そういった那須

塩原らしさを出した前向きな趣旨をぜひ発信して

いただきたいと思っております。 

  そこで最後に質問させていただきます。これか

らの、28年度で全部そろうとは思うんですが、小

中一貫教育における展望をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） さまざまなお話をさせ

ていただきましたけれども、今後ということであ

りますけれども、私ども、この計画によりますと、

平成28年度から全市で小中一貫教育、あるいは施

設一体型であれば小中一貫校がそろうわけであり

ますけれども、偶然にも、不確かでありますけれ

ども、国としては来年度に学制改革に関する何が

しかの法律の改正の手続を踏んで、早ければ、そ

うしますと平成28年度ということになりますので、

本市の取り組みとたまたま一致するようになるの

かなという期待もございます。 
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  その中で、私どもの一番大事にしているものは

このリーフレットの中にもあるんですけれども、

小中学校の先生方が子どもたちの、中学校を卒業

するときにどんな子に育つかということをイメー

ジして、小学校１年生から中学校３年生まで９年

間、それぞれ自分がどの発達段階の子どもの教育

にかかわっているか。そしてそれが重なっていっ

て卒業する姿になるという、そういうイメージを

しっかり持って、責任を持って一部を分担してや

っているんだと、そういう意識をしっかりと持っ

ていってもらいたいと、それが小中一貫教育の一

番大切なところの一つであろうと、こんなふうに

思っております。それを広げていけば、９年間先

生方が責任を持って分担をして教育をしていくの

には、学校だけではだめでありまして、これらの

教育活動につきまして、ぜひ保護者の方々には理

解していただくということが大切であろうと思っ

ております。 

  先ほど議員がおっしゃったように、まさに本市

の子どもたち、地域の宝、那須塩原の宝であると

私も思っておりますので、そういった意味で、中

学校区単位でこの教育活動を進めることは家庭が

同じエリアにあるということでありますので、子

どもの教育のかかわりについて、ぜひ学校と家庭

と、そして地域が、本市が進めます小中一貫教育

について理解をしていただいて、すばらしい子ど

もたちを育てていければと、こんなふうに思って

おります。ぜひよろしくご了解をお願いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆君） ４番、齊藤誠之君。 

○４番（齊藤誠之君） 展望を伺いました。ありが

とうございました。 

  教育長を初め、関係各位の皆様におかれまして

は、これからの未来ある子どもたちの教育に対し

て、小中一貫教育を通して歩むべき道をしっかり

とつくり上げていっていただき、人づくり教育の

３つの柱の実現を図りまして、「楽しさいっぱい 夢

いっぱい ふるさと大好き 那須塩原っ子」を育

て上げていただきたいと思っております。28年度

から全市スタートということで、今後の本市の教

育行政に対してさらなる期待をいたしまして、私

の一般質問を終了させていただきます。ありがと

うございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、４番、齊藤誠之君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 髙 久 好 一 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 皆さん、こんにちは。い

よいよ最後の質問になりました。11番、日本共産

党、髙久好一です。 

  一般質問を始めます。 

  それでは１番の不登校対策についてです。 

  全国で５年連続して減少していた小中学校にお

ける不登校児童生徒が昨年度増加に転じました。

不登校に直接かかわる教師たちは危機感を募らせ

ています。本市の考えと対策を求めるものです。 

  ⑴市の現状と課題について、どのように捉えて

いますか。 

  ⑵です。保健室登校児童生徒に対し、担任、養

護教諭、学校、保護者等の連携はどのようにとら

れていますか。 

  ⑶です。小中一貫校は不登校や中１ギャップに

有効な対策となり得ると思いますか。市の考えを

伺います。 

  ⑷です。中長期的視野に立ち、全校にスクール

カウンセラーの配置が必要と考えますが、県への

要望、あるいは市単独で配置する考えはあります
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か。 

  ⑸です。不登校、いじめ、体罰の事件数は数年

おきに増減が繰り返されています。その中で率は

上がっています。その状況の分析と対策は効果的

に行われていますか。伺います。 

  以上、５点について伺うものです。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、１番の不登

校対策についてご質問がございましたので、順次

お答えさせていただきたいと思います。 

  まず、⑴の市の現状と課題について、どのよう

に捉えているかのご質問でございますけれども、

不登校対策は本市の児童生徒指導上、最重要とし

ている課題でございます。平成22年度における不

登校出現率、小学校で0.46％、中学校で4.72%を

受けまして、平成24年度から第１次那須塩原市総

合計画後期計画では、小中学校の不登校出現率を

平成28年度までに小学校で0.37％、中学校で

3.48％にすることを目標として不登校児童生徒の

減少に現在取り組んでいるところであります。 

  平成25年度における不登校出現率は、小学校で

0.30％、中学校で4.14％となりました。小学校に

つきましては目標をクリアして、中学校につきま

しては目標値に近づいているところであります。

しかしながら、依然として各小中学校においては、

いわゆる中１ギャップの問題や夏休み明けに増加

するという傾向が引き続きありますので、これら

のことが課題として上げられます。 

  続きまして、⑵の保健室登校児童生徒に対して

の担任、養護教諭、学校、保護者等の連携につい

てお答え申し上げます。 

  不登校児童生徒について、各学校では教室に入

れない児童生徒や教室に居続けることが難しい児

童生徒の居場所としまして、保健室や相談室を利

用しております。各学校では、校内不登校対策委

員会を開いて対応の方針を決めております。場合

によっては教室以外の居場所を確保し、担任や養

護教諭、教育相談係、こころの教室相談員などが

役割を決めて対応しております。これを全職員に

周知し、全校体制で児童生徒へのサポートを行う

とともに、家庭訪問や面談などで保護者との情報

交換を密に行っているというところでございます。 

  次、⑶の小中一貫校は不登校や中１ギャップに

有効な対策となり得るかについてのご質問ですが、

不登校や中１ギャップの主な原因として、環境の

変化や友人関係の複雑化、先輩との上下関係、教

科担任制による学習環境の変化などがあります。

小中一貫校は、小学校から中学校への環境の変化

をなるべく小さくし、小学校と中学校の教員がと

もに児童生徒に丁寧に対応することで、その成長

を見守り促していくことを目指しております。こ

のことから、小中一貫校は不登校や中１ギャップ

の解消を目指す上で有効な対策の一つとなること

が期待されます。 

  次に、⑷の全校へのスクールカウンセラー配置

についてのご質問でありますけれども、今年度、

県のスクールカウンセラー配置事業によりまして、

市内の中学校全校と小学校12校にスクールカウン

セラーが配置をされております。また、市カウン

セラーとしまして児童生徒サポートセンターに４

名を配置しております。 

  現在、学校現場はもちろん、保護者や家族から

の要請によりまして児童生徒のカウンセリングや

検査、保護者のカウンセリング、教員からの相談

などが増加をしております。引き続き、県への要

望を含めて、カウンセラーの配置について充実さ

せていきたいと、このように考えております。 

  最後に、⑸の不登校、いじめ、体罰の状況の分
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析と対策は効果的に行われているかどうかのご質

問でございますけれども、本市の小中学校におけ

ます不登校児童生徒でありますけれども、⑴でお

答えしましたとおり、不登校の出現率が改善に向

かって着実に推移していると言えます。わかりや

すくお話するためにパネルを用意しましたので、

ごらんいただければと思います。 

  まず、小学校ですけれども、このように平成25

年度の出現率でありますけれども、こちらは初め

て国、それから県の出現率より下回ったというこ

とでございます。この緑の縦のラインは平成21年

ですが、これは全市的にハイパーＱＵを導入した

年度でございまして、ここを境として本市におき

ましては順調に出現率が下がってきていたと。や

っと去年、国や県よりも本市の出現率は下がった

ということでございまして、担当のほうからもぜ

ひ皆様方に理解してもらいたいということで用意

させていただきました。 

  また、中学校ですが、中学校はこのようになっ

ております。中学校につきましては、残念ながら

なかなか思った減少に至ってはおりません。です

が、国や県は、議員がおっしゃるとおり、少し出

現率が上がってきています。しかしながら、本市

におきましては、24年、25年と率は同じでありま

して、相対的には少し改善の兆しがあるというこ

とでございます。また、このラインはハイパーＱ

Ｕ導入のラインであります。小学校ほど顕著な変

化はないわけでありますが、これは中学校の集団

というのが必ずしも学級だけの集団ではないとい

う部分も、こういったところにあるんではないの

かなというふうな、ちょっと簡単な分析ですけれ

ども、そんなことも考えられます。 

  また、いじめ、体罰の状況でありますけれども、

全国レベルで重大事態が起きた場合、その年の認

知件数が多くなる傾向にあります。本市において

も例外ではございませんが、どのような状況にあ

ろうとも、私たちは一つ一つの事案につきまして、

その原因を明らかにし、学校、保護者、市教育委

員会がともに解決策を考え対応に当たるとともに、

未然防止に継続してこれからも最大の努力をして

まいりたいと、このように思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁をいただきました。 

  全国的な傾向といじめ、不登校、那須塩原では

最重要課題として目標値を決めて取り組んでいる

というお話がございました。ぜひ、今後も引き続

きしっかりと、最後にグラフを出していただきま

して、本当にありがとうございました。本当にわ

かりやすいということが言えると思います。 

  先ほど申されたとおり、夏休み前から夏休み後、

９月にかけて不登校が増加するという傾向、これ

は現在も続いていると、そういう中でようやく小

学校は全国レベルから下がったと、ただ、課題と

して中学校が依然として高いということだと思い

ます。 

  そこで、さらに伺っていきたいと思います。市

の不登校の人数を23年から見ると減少または横ば

い状態ですが、不登校の率で見て、今グラフを見

せていただいたので、はっきりわかりました。ど

うなのかという問題を私も引きずっていました。

那須塩原市はメープルという施設を使って利用法

もしっかり進めてきました。先ほど質問も出まし

たが、そういう中で不登校の解決に那須塩原市が

大きな決断をしたと私は評価をしています。 

  栃木県の中学の不登校率が21年間連続で全国平

均よりも高くなっていること、こういったことを

あわせてもう一度答弁をお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫君） 夏休み以降、私たちは

本当に毎年のことですが、９月の欠席調査の結果

がとっても気になるところであります。これは、

議員もご承知でしょうけれども、子どもたちは生

活のリズムが変わるわけですね。新学期からずっ

と来ていたところ、夏休みという長期休業が入り

ますので、その生活のリズムからまたもとに戻る

ための、その時期が大変重要でありまして、その

ところにつきましては、これまでの傾向から各学

校におきまして丁寧につないでいく、そういうこ

とに努力をしております。なかなか思うような結

果には結びつかないわけですが、先ほどお話もし

たようなハイパーＱＵのようなものなどを利用し

てきてから、やはり先生方、今まで以上に丁寧に

一人一人の子どもにかかわろうとする、そういう

姿勢が強く出てきておりますので、それが特に小

学校においては功を奏してきている、結果として

出てきているというふうに思っております。決し

て、中学校においてもそういう結果が出ていない

というわけではございません。少しずつではあり

ますけれども、改善の兆しが見えているというこ

とだけはお話を申し上げたいというふうに思って

おります。 

  また、中学校の場合には、先ほど申し上げまし

たように、それぞれ子どもたち、自分の内側に意

識が向きますので、そういった部分について、や

っぱり丁寧に一人一人状況が、事情が違いますの

で、そこのところとどうかかわっていくかという

ことは、本当に各学校の先生方が毎日のように丁

寧に、特に不登校傾向にある子どもには大事にか

かわっています。また、その保護者に対しまして

も同じような気持ちでかかわっているというよう

なことをぜひご理解いただきたいというふうに思

っております。 

  いずれにしましても、私たち、数でくくってし

まいますが、数ではなくて一人一人、それがまさ

にとっても重要、大事なことだというふうに認識

はしっかり持っておりますので、これからさらに

一人でもそういった状況から脱して、健康に学校

生活を送れるようにしていきたいと、このように

思っております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） ぜひ、一人一人、それぞ

れ個性があります。そして中学生ともなれば自我

も芽生えてきます。こういったところ、しっかり

受けとめていってほしいと思います。 

  答弁がありました。⑵に入っていきます。保健

室登校児童に対しての答弁をいただきました。相

談体制と対策委員会、全職員で取り組むと。家庭

と密に連絡をとり合うと、こういう答弁がありま

した。悩みを抱えると自発的に相談に乗れる例も

あると保健教諭が訴えています。子どもが休みが

ちになる前、早い段階で担任らが協力しながら休

む原因を把握し、同級生と言葉を交わす場を設け

てあげるなど、そういった対策をとることが不登

校の予防になると述べられています。本市の連携

はまずくはないと、むしろ私の考えていたよりい

いと受けとめました。 

  そこで、伺っていきます。担任はクラスの仕事、

養護教員は生徒のけがや病気の仕事があります。

子どもと向き合う時間が少なくなっているのでは

ないか、教師の多忙化が言われています。その多

くは、授業とは関係のない文部省や教育委員会の

指定校、研究校などの報告書づくりと聞いていま

す。これらを減らす取り組みについて考えを聞か

せてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） とっても大切なことで

あろうというふうに思っております。やはり先生
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方が子どもと向き合う時間をどれだけ確保してや

るかということは、私たち教育行政側としても配

慮していかなければならないものであろうという

ふうに思っております。先生方の多忙化の解消に

向けては、何年も前から県教委のほうでも力を入

れて、各団体に働きかけて、少しでもいわゆるそ

の各種調査等、学校への照会の件数を減らしたり

する努力はしているところであります。私ども教

育委員会としましても、不要な事務処理を学校に

極力依頼しないように全局挙げて十分配慮してき

ているつもりであります。さらに軽減できるもの

はないかという、そういうスタンスを常に持ち続

けながら、そのような配慮はしていきたいという

ふうに思っております。 

  学校におきましても、同時になるべくさまざま

な会議等を効率的に進めるような努力はしたりし

ておりますし、今後さらに大いに期待していると

ころは、来年度、校務支援システムを更新する時

期に入りますので、そういったもの、いわゆるＩ

ＣＴを活用して校務処理をなるべく負担軽減して、

少しでも子どもたちに向き合う時間を確保できる

ような、そういう取り組みを積極的に行っていき

たいと、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 校務処理を減らせる、そ

ういうシステムがＩＣ化によってできると、今お

っしゃられました。見通しとしては、どの程度考

えられるのか、その辺ちょっと聞かせていただき

たいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 具体的に数量化して、

これだけ減らせるよということは、なかなか表現

しにくいわけですけれども、学校の場合、同じよ

うな処理を月ごとにやっていたりします。そうい

ったものをデータ化することによって、そこにか

ける、事務にかける時間が単純に言えば少しずつ

軽減されていくであろう。あるいは、一つのデー

タをいろいろなところに利用できるという、そう

いうメリットもございます。そういった部分につ

いて、導入に当たっては各学校から代表に来てい

ただきまして、こういうところをぜひこうしてほ

しいんだというようなことを、十分意見を吸い上

げて設計をかけておりますので、ある程度各学校

におきまして、導入後、かなり先生方には活用し

ていただけるものであろうと、こんなふうに思っ

ております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁ありがとうございま

した。授業に関係ない業務の省力化、軽減化とい

うことでお話をいただきました。 

  体罰や自殺問題が起きた学校が、文部省の道徳

研究校であったという事例をよく聞くので伺いま

した。欧米のように少人数学級をさらに進めるこ

とを国に求めながら、今すぐ対応できる対策を求

めて⑶に入っていきたいと思います。小中一貫校

は不登校や中１ギャップに有効な手だてとなり得

るかという質問をいたしました。有効な手だての

一つと、こう言われました。こう質問したのはど

うしてかといいますと、小中一貫校、間もなく軌

道に乗るという状況です。 

  そこで、伺っていきます。小中一貫校の取り組

みがあり、今まで県内の学校でも多くの学校が不

登校、いじめの対策として小中一貫校の取り組み

をしているからという理由で、減少の理由に挙げ

ておられました。東京都なんかも、その一つです。

その東京都も、残念ながらふえてしまいました。

そういう中では、那須塩原市は小学校だけでもク

リアできたということは貴重な経験だと思います。

そういう中で、ほとんどの小中学校、小中一貫校
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の取り組みの中で減ってきたと、減少が見られる

と、今までそういう減少の理由を挙げてきました

けれども、ここに来てこの数字を見て、どのよう

に捉えているか、聞かせていただきたいと思いま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 本市の状況についてど

う思うかというふうなことと理解して、お答えさ

せていただきます。 

  小中一貫校がオールマイティーであるというふ

うには私は思っておりません。恐らくそういう新

たなシステムに取り組むことによって、また先生

方が忙しくなってしまって、という部分もあるん

ではないのかなということも意味されているんで

はないのかなと思うんですが、要は、子どもたち

のつまずきをどう、少しでも取り除いてやること

ができるか、そのためには何が必要かということ

を考えることが、とっても大切なことであろうと

思っております。 

そういう意味では、今まででは子どもたちにイ

メージとして、小学校６年生には６年生という、

こういう服を着るんだよという形での教育という

のが今まで主流となってきたところもあるのかな。

そうすると、実際には子どもたちの成長は今変わ

っていますので、なかなかそれに合わないと。そ

ういうところに不適応の症状が出てきて、そうい

ったものが不登校につながったりするということ

もあったんではないのかなと思います。 

  ですので、小中一貫校のコンセプトはやはり子

どもの発達段階に応じた適切な指導をするという

ことがとっても大切なことでありますので、そう

いうことを通してもっともっと子どもたちの不適

応を少しでも軽減するということで、有効な手段

の一つではないのかなというふうに私たちは考え

ているということでございます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 質問のほうがちょっと鮮

明でなくて、申しわけありませんでした。 

  中学校で子どもの成長に合わせた対応ができる

という答弁だったと思います。そういう中で、さ

らに質問を先に進めていきたいと思っています。 

  今回の報告の中で、ふえるとは思っていなかっ

たと、小中一貫校の取り組みをやっていたからと

いう困惑を隠さないのは東京都の教育委員会の担

当者、こう報道されております。小学校の不登校

児は前年よりも約２割ふえて2,407人と、中学校

も１割ふえて8,181人と、いずれも全国最多だっ

たと、こういう報道があります。かつて、栃木県

も東京都と１位を争う、そういう時代がありまし

た。今はそういう状況ではないと思います。これ

からもしっかりとこういった対応、進めていって

いただきたいと思います。 

  ⑷に入ります。中長期的視野に立っての全校へ

のスクールカウンセラーの配置を求めました。ス

クールカウンセラーの全校配置ということで、成

果を上げている、こういう学校があります。那須

塩原も減ったうちの一つと考えていいのかと思い

ますが、三重県の教育委員会の話です。昨年度、

全公立中にスクールカウンセラーを配置したと、

そうした中で1,371人の不登校が18人減少した、

こういう報告です。全国的には非常に少ない事例

です。減った率は1.3％の減少、それでも新聞に

出ます。それだけ貴重な例だと私は受けとめてい

ます。担当者は不登校が減ったことの関係は分析

中だが、効果があると思えば小学校にも広めたい

と、まさに言っていることは全校にスクールカウ

ンセラーを配置すると、こういうことに近い言い

方だと思います。 

  さらに、長期的な視野に立ってということで、
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不登校ではかなり有名な森田洋司さんという大学

の先生がいます。かつて大阪市立大学にいた方だ

と私思うんですが、現在は鳴門教育大特認教授と、

こうなっていると報道されています。「全国で

7,000人も不登校児がふえた理由は、すぐにはわ

からないだろう」と、そのくらいこの問題、難し

いのだと思います。「この問題は単年の数字に一

喜一憂するのではなく、長期的視野に立って動向

を注視して対策をとっていくのが重要だ。スクー

ルカウンセラーの拡充など、現在の対策は間違っ

ていない。欠席が30日に届かない早い段階から専

門家が状況を分析し、適切な支援をすることが大

切だ」と、こう言っています。そういう中でのス

クールカウンセラーの配置の要望でした。これか

らも県のほうに引き続き要望していくという答弁

をいただきましたので、これはこれで了解いたし

ました。 

  ⑸に入っていきます。不登校、いじめ、体罰の

と、ここで大変貴重な資料を見せていただいて、

非常にわかりやすく納得というものです。 

  ただ、８月の国の中央教育審議会では、こうい

う言い方をされています。中教審の８月７日の会

合です。「小中一貫制度の理由に挙げている中１

ギャップ、中学校にいじめや不登校が多発するこ

とについて、生徒一人一人の状況を見ることで防

ぐことができる。少人数学級の必要性の議論が必

要だ」との意見が出されています。「教員の養成

や処遇改善については加配ではなくて正規の職員

の定員増といった思い切った改善をすべきだ」と、

こういった声がありました。西洋の教育と同じよ

うに、しっかりと今の少人数教育をさらに進めて

いくというのを基本に据えるべきだという考えだ

と思いますが、考え方、聞かせていただけるとあ

りがたいのですが。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 少人数学級の推進につ

いての考えというふうに受けとめさせていただい

てお答えしたいと思いますが、ご承知のとおり、

日本以外の国、多くの国での学級の定員というも

のは現在40人が基準となっておりまして、小学校

１年生は35人ということでありますけれども、そ

れよりもはるかに少ない数が、多くの国では学級

定員として定められておりまして、今のように大

変子どもたち、多様な子どもたちが一つの空間に

いるわけでありますので、それを１人の先生が一

人一人の子どもたちに満遍なく目を向けて偏りな

く指導するというのにも限界はあるんではないの

かなと思います。ですので、その数はできるだけ

少ないほうが、それはいいわけであります。 

  ただ、余りに少なくなってきますと、今度は学

習集団としての成立という部分もありますので、

多くの国では恐らく20人から30人、35人ぐらいの

間というふうなものになっているんだろうと思っ

ております。 

  また、もう一方、国では少子化でどんどん子ど

もの数が減っておりますので、それに伴って教員

の定数も減ってくるということも計算しながら、

今後どういうふうな教職員定数を予算措置するか

ということは、これからの問題であろうと思いま

すが、現場としましては、やはりしっかりとした

先生方が学校に入って子どもたちの教育に当たっ

てほしいという願いは、どこでも同じであろうと、

こう思っております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 話がどうしても教員の定

数をふやせという話になると、国への要望という

ことになって、教育長には非常に答えづらいお話

だったかと思いますが、やっぱり世界の流れがそ

ういう方向だということであれば、しっかりそれ
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を市のほうも求めていくという視野に立っていた

だきたいと思います。さらなる少人数学級、少人

数教育を求めまして、この項の質問は終わりたい

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） それでは、引き続いて２

番に入ります。 

  全国学力テストについてです。 

  ことしから解禁された学力テストの学校別成績

公表について、学校の序列化や過度の競争を懸念

する声が上がっています。本市の対応と考えを求

めるものです。 

  ⑴です。本市で実施されている国・県・市のテ

ストの目的と活用について伺います。 

  ⑵です。テストの公表が順位競争を引き起こし、

テスト対策の補習や学校行事の簡素化、家庭訪問

の見直しまでが報道されています。必要な授業が

できなくなる弊害は起きていないのでしょうか、

本市の対応と考えを伺います。 

  以上、２点について伺うものです。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、２番の全国

学力テストにつきまして２項目ほどご質問ござい

ましたので、順次お答えいたします。 

  まず、⑴の本市で実施されている国・県・市の

テストの目的と活用についてお答えいたします。 

  各テストの共通した目的は、一人一人の児童生

徒及び学年・学校全体の学力・学習状況の実態を

把握し、それに応じた学習指導の改善や充実に生

かすことでございます。全国学力・学習状況調査

と、ことしから始まりましたとちぎっ子学習状況

調査は、実施学年が重ならないようになっており

ます。本市では、さらに学力標準検査、ＮＲＴと

申しておりますけれども、これを行っております。

これら３つのテストの結果を総合的に見ることに

よって小学校１年生から中学校３年生まで、どう

いう力が十分ついているか、また、力を入れなけ

ればならないところはどこかを明らかにし、日々

の授業内容や指導方法の改善に生かしているとこ

ろであります。 

  続いて、⑵のテストの公表についての本市の対

応及び考えをについてお答え申し上げます。 

  ⑴でもお答えしたとおり、各テストの目的が一

人一人の児童生徒の学力・学習状況に応じた学習

指導の改善・充実であることであり、各テストの

結果は、あくまでも学力や学習の状況の特定の一

部分であることから、学校の序列化や過度の競争

が生じる可能性のある内容についての結果を公表

する考えはございません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。さら

に進めていきたいと思います。 

  全国学力・学習状況調査、県のテスト、さらに

市のテストの目的と活用について伺いました。そ

こで、さらに伺っていきます。改めて見ると、小

学校２年、３年を除けば、中学校３年まで毎年テ

ストを行っているということになります。重なら

ないように配慮している、そう言われましたが、
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中学はこのほかに中間テストや学期末テストがあ

ります。市はこうした実態をどのように捉えてい

ますか。テスト漬けという認識はありませんか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 議員おっしゃるとおり、

各学年ごとに幾つかのテストを実施しているとい

う実態がございます。ただ、これにつきましても、

現在少しでも児童生徒、そして学校に負担がかか

らないような実施の方法はないかということで、

その見直しを現在しているところでございます。 

  ただ、もう一方で、子どもたちにどういう力が

ついていったか、あるいはどういうところが伸ば

せたか、逆にどういうところについて指導の不足

する部分があったのかということを客観的に把握

することも、同時に指導方法の工夫、改善をする

ためには大切なことであります。そちらは両方を

両立させるにはどうしたらいいかということが大

変大きな課題になるわけでありますけれども、そ

このところをさらに見直しをかけているというと

ころでございます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁ありがとうございま

した。生徒に負担がかからないよう客観的な学力

をしっかりと把握したいと、そういう思いからの

テストであるという答弁だったと思います。 

  これは、香川県の例です。先ほども家庭教育で

香川県の例が出ましたが、私も原稿にそれを使っ

てやりたいと思います。香川県内の中学校が学力

テスト、校長会による診断テスト、定期テストな

ど年に十数回のテストに追われていることを教師

が報告しています。テストあって教育なしの状態

とも言っています。学ぶことが楽しいと思えない

ような状況が人間の発達にどのような悪影響を与

えるかについて考えなければならないと大学の教

授が言います。 

  そこで、伺っていきます。昨年の学習の評価は、

今回のテストによってどのように分析することが

できたのですか。分析できないところがあったの

であれば、そのできなかったところも聞かせてい

ただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） この全国学力・学習状

況調査ですけれども、これは対象学年が毎年同じ

学年で実施するわけですが、対象となる子どもは

変わってまいりますので、必ずしもそれが次の指

導に、分析をしてどうこうということは、特に中

学校３年生の場合には卒業してしまいますので、

なかなかいたしかねないという部分もございます。

そういうところを補うためもあって、とちぎっ子

学習状況調査というものが、もうことしから始め

られたんではないのかなというふうに思っており

ますが、いずれにしましても、その学年固有の問

題として分析できる内容と、それからその学年の

学習内容の難易度というんでしょうか、そういっ

たものに起因してつまずきがあるかというような

分析と、２通りあろうと思っております。 

  また、全市的な傾向として捉えられるものもあ

れば、各学校、学年固有の傾向というものもござ

いますので、一概にどうこうということは申し上

げられません。一番大切なことは、その当該学年

の分析、それを各学校でしっかりやっていただい

て、それを次の指導に生かすということがとって

も大切なことであろうと思っておりますので、そ

のつまずきの部分につきましては、その年度によ

って多少変わっているということをご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁をもらいました。学
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生固有の分析と学年固有の分析、全市的な捉え方、

大切なのは次の指導に生かすということだったと

思います。今回のテストの分析について聞きまし

た。 

  文部科学省は25日、小学６年生と中学３年生を

対象にしたことし４月に行った全国一斉学力テス

ト、全国学力・学習状況テストの結果を公表しま

した。国語と算数・数学の２教科で基礎知識を問

うＡ問題と活用力を試すＢ問題の２種類がありま

す。Ｂ問題の資料を見て文章をつくる、文章を読

み自分の考えを述べるというところに課題が残る

というのが課題だったと思います。これは例年と

同じというような報道をする新聞もあります。 

  そこで、伺います。 

  今の子どもたちも私たちと同じような弱点があ

り、なかなか解決できない状況になっているのか

と単純に思ってしまいますが、教師たちはどう受

けとめていますか、聞かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 議員おっしゃるとおり、

全国学力・学習状況調査、特に学力調査のほうに

はいわゆるＡ問題、Ｂ問題がございます。Ａ問題

については主に知識を問う問題、Ｂ問題につきま

しては、それを活用する問題ということでありま

す。今まではどちらかというと各教科指導は、や

や知識、技能を習得するということにウエートが

かけられていたのではないのかなと思います。 

  しかしながら、これからの時代、必要なものは、

そういった知識や技能をどう生かしていくか、ま

さに思考力、判断力、表現力、そういった課題解

決型の学習というものが、これからは強く求めら

れていくようになってきているんではないのかな

と、そこの部分の意識を変えていくためにも、こ

のＢ問題をしっかりと分析することがこれからは

とっても大切になるんではないのかなというふう

に思っております。ある意味、なかなかＢ問題が

Ａ問題と比べて平均正答率が低いというのは、や

っぱりそこの学習のスタイルをこれから変えよう

としている、その部分がこういう形に、私はあら

われてきているのではないのかなというふうに思

っております。 

  ですから、今後はできるだけ課題解決型の学習

スタイルが１単位時間の中でどういうふうに組め

るかということをしっかりと研究していくことも

大切であろうと思います。そういう意味で、１単

位時間、小学校は45分、中学校は50分ですから、

そのそれぞれの１単位時間の中で済ませられるの

かということも、つまり１時間の授業をどう見る

かという、そういう発想も今後はひょっとすると

変えていかなければならないんではないのかなと、

私個人としては思っております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁ありがとうございま

した。課題解決型の授業が必要なのかなと。私こ

うして見ると、全国学力テスト、以前全世界的に

行っていたＰＩＳＡのテストと同じような傾向に

なってきたのかなと、そんなふうにも受け取るこ

とができます。今の答弁でこれからの学習のスタ

イルを変えていくという、まさにこれから那須塩

原市を背負っていく子どもたちに求められている

一番大事なところに集中して、こういった問題、

やっていかないとなかなか解決できないと、私た

ちの、私の弱点とも共通しているということを申

し上げて、⑵に移ります。 

  テストの公表が競争を引き起こしておりという

問題で質問をいたしました。しっかり対応してい

るという答弁だったと思います。 

  私たち日本共産党は、全国学力テストの公表が

順位競争を引き起こしており、やめさせるべきだ
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として国会に、国に、公表をやめるよう求めてい

ます。先日、テレビを見ていますと、沖縄県の教

育委員会が、教育委員長がテレビに出ました。意

地でも全国順位を上げるとして、学力テストの補

習対策の実施、学校行事の簡素化、４月実施の家

庭訪問の見直しまで、通知を出して求めていまし

た。テスト対策により必要な授業ができなくなっ

ている弊害を明らかにしました。 

  さらに、各都道府県が、これ栃木県が入ってい

るかどうかわかりませんが、多分入っていると思

います。教育振興基本計画で全国平均を上回るな

どの目標を掲げ、県ごとの競争を引き起こしてい

る、こういう実態を報告、報道されています。文

科大臣は、単純に点を比べるという意味での過度

の競争原理を促進させることは、教育委員会で十

分な配慮を行う必要があるとしています。文科省

の初等中等局長は、「序列化や過度な競争による

弊害が生じないよう、十分配慮することも重要

だ」と述べています。ところが、国は結果をさら

に、公表を進める方向を示しています。 

  そこで伺います。市は序列化や過度な競争から

必要な授業や学校行事を確保するために、どのよ

うな対応をしているのか。市独自の対応もあった

ら聞かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） まず、全国学力・学習

状況調査についてですが、学力調査が非常にクロ

ーズアップされておりますけれども、付随して学

習状況調査というものもやっております。新聞報

道の中には、子どもたちの携帯やスマートフォン

の利用時間、使用時間ですか、そういったものが

ちょっと触れられておりましたけれども、私たち

としては、そちらの学習状況調査も大変重要な資

料であるというふうに思っております。こちらの

ほうには、子どもたちの学習に向かう姿勢であっ

たり、基本的生活習慣の状況だったり、そういっ

たものが学習状況調査のほうからしっかり見えて

まいります。それと学力調査の結果とをしっかり

とつないで、その改善策を練るということがとっ

ても大切なことであろうと思っております。 

他県や市以外の自治体の取り組みについて私が

ここでコメントする立場ではありませんので、何

も申し上げませんが、少なくとも本市におきまし

ては、人づくり教育という大きな柱を立てて人格

の基盤づくりを進めていくというわけであります

から、そのために学力、体力、それから社会力、

そして豊かな心と、それがバランスよくしっかり

と学校教育の中で育てていく、そういうことが外

れないようにしっかりやっていきたいと、こう思

っております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） ありがとうございました。

スマートフォン、子どもの家庭での生活、そうい

ったものも学力テストには入っているというお話

がありました。人づくり教育、市の基本的な考え

の立場をしっかりと堅持していきたいというお話

だったと思います。人格の完成に向けた教育をし

っかりと追求していっていただきたいと思います。

全ての子どもに等しく教育環境を整備し、成長、

発展を保障する公教育を守り発展することに力を

尽くすことを述べて、この項の質問を終わります。 

  続きまして、３番の職員の待遇改善について質

問を行っていきます。 

  ここで、訂正を５カ所ほどお願いしたいと思い

ます。５カ所です。 

  「総務省が８月７日」とありますが、「７月４

日」に、そしてその後に「官制ワーキングプア」

というところの「官制」の「制」の字が下に衣が

入る「製」の字に訂正をお願いいたします。後は、
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読んでいきながら⑷のところでまたお願いするこ

とにします。 

  総務省が７月４日に官製ワーキングプアと言わ

れる地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善を

求める通知を行ったことから、以下の点について

伺うものです。 

  ⑴です。市の現状と問題を伺います。 

  ⑵です。契約更新を繰り返してきた職員などを

一般職員として任用すべきと思いますが、市の考

えを伺います。 

  ⑶です。次の再任用まで空白期間がある職員の

健康保険や厚生年金の取り扱いについて市の考え

を求めます。 

  ⑷です。国は「任期付短時間勤務職員」の積極

的活用を強調していますが、臨時・非正規、ここ

から片方に間違いがあります。「正規化」の

「化」ばけるを平仮名の「から」として、「や」

を「ら」にしていただきたいと思います。現在、

自治労連で検討中の「任期の定めのない」の「任

期」の字が抜けていますので、これを入れて訂正

していただきたいと思います。ここからはもうあ

りません。短時間公務員制度の確立こそ急ぐべき

と思いますが、市の考えを求めます。 

  以上４点について市の考えを伺うものです。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） まず、⑴の市の現状と

課題についてお答えをいたします。 

  本市には、平成26年８月１日現在、延べ人数で

約660人の臨時及び非常勤の職員が勤務しており

ます。今回、平成26年７月４日付総務省自治行政

局公務員部長名で配信された通知の中で、新たな

ポイントが幾つか示されましたが、例えば、空白

期間の問題に関して、再度の任用の場合の新たな

任期と前の任期との間に一定の期間を置くことを

直接求める規定は関係法令上存在せず、任期につ

いては業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に

定めることが必要である旨、示されておるところ

でございます。 

  本市においては、現在この趣旨を踏まえた運用

をしてございまして、客観的な能力の実証を経て、

再度任用となる場合は空白期間を設けることなく、

再度の任用を行っているところでございます。 

  主な課題としましては、任用形態上の問題とし

まして、本市の非常勤については、現在全て特別

職というようなことで任用しているところでござ

いますが、その職務の内容によっては一般職での

任用について、今後検討する必要があると考えて

いるところでございます。 

  また、この通知には直接関係ないかもしれませ

んが、資格を必要とする臨時保育士、あるいは臨

時保健師の確保に苦慮しているというふうな課題

もあるところでございます。 

  次に、⑵の契約更新を繰り返してきた職員など

を一般職員として任用すべきと思うが、市はどう

考えるかというふうなことにつきましてお答えい

たします。 

  任期の定めのない一般職の職員の採用につきま

しては、地方公務員法において競争試験または選

考によるものとされていることから、何度も臨時

職員等として任用されているからといって、任期

の定めのない一般職として任用することはできな

いと考えております。 

  次に、⑶の次の再任用まで空白期間がある職員

の健康保険や厚生年金の取り扱いを市はどう考え

るかについてお答えいたします。 

  先ほど答弁申し上げましたとおり、本市におい

ては、再度の任用に当たって意図的な空白期間を

設けておらず、その場合、健康保険や厚生年金保
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険についても継続されているものとして取り扱っ

ております。今後も臨時及び非常勤の職員の健康

保険や厚生年金保険につきましては、これまで同

様、制度の趣旨に沿って適切に運用してまいりた

いと考えているところでございます。 

  次に、⑷の自治労で検討中の任期の定めのない

短時間公務員制度の確立こそ急ぐべきと思うが、

市はどう考えるかについてお答えをいたします。 

  本市としましては、今後とも現行制度の中で任

期の定めのない職員を初め、臨時職員や非常勤職

員、任期付職員など、多様な任用形態を有効活用

しながら、その職務内容に合った適切な任用に努

めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） それでは、再質問をして

いきます。 

  660人の非正規の職員がいるという答弁でござ

いました。全職員の中で、これどの程度のパーセ

ンテージになるか、計算は出しているでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 今のご質問は、正規の

職員と臨時・非常勤の職員を合わせた中で、臨

時・非常勤の職員の占める割合というふうなご質

問かと思います。正規職員につきましては、現在

のところ795名というふうなことでございますの

で、半分まではいかないけれども、40％程度は臨

時あるいは非常勤職員が占めているというふうな

状況となっております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） こういった質問をするの

は、私２回目です。以前に那須塩原市の保育士の

問題で質問をいたしました。そのときは、那須塩

原市の保育士の臨時の占める割合、全体で72％と

いう大変すごい数字でした。再びこういった質問

をすることになりました。保育士の場合は、先ほ

ど答弁にあった資格のある職員ということの中で

の、そういった比率です。２番に入りますが、契

約更新を繰り返してきた職員などを一般職員とし

て任用すべきと思うがというので、質問を２番で

したんですが、この２番の質問の中では、正規の

職員はしっかりと任用試験をやった上での採用と

してきたと、そういうことで対応していきたいと

いうのが答弁だったと思いますが、資格があって

という職員も同じように対応するということでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ただいまお尋ねの件に

つきましては、既に資格を持っている職員につい

ても採用試験をするのかどうかというふうなご質

問かと思います。それにつきましては、結論から

申し上げますと、資格を持っていたとしても採用

試験は行うというふうなことでやってございます。

それにつきましては、やはりその資格を持ってい

ても、やはりある一定の教養レベルというふうな

ものが求められるであろうというふうなこと、そ

れから、人格的にどうなのかというふうな点もご

ざいますので、やはりそういった教養試験、ある

いは面接を通した上で、市のほうが求めている職

員のほうを、それを採用させていただきたいとい

うふうな仕組みで現在行っているところでござい

ます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 資格があっても、市の職

員として適切な人格を備えているかどうかという、

そういうお話だったと思います。繰り返し契約更

新をしてきたということは市のほうは人格的には

認めているということなのとは違いますか。その
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辺のところ、聞かせていただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 繰り返して任用してき

たというふうなことにつきましては、その臨時あ

るいは非常勤の職員としてやってきてくださった

方がやはり優秀だったというふうなことは間違い

ないというふうには考えます。 

  ただ、やはりその手続として、職員となる手続

として採用試験というものがあるわけであります

ので、そういうふうな方については採用試験を受

けていただき、それで正式な職員となっていただ

くのが正式な採用というふうなことになるのかと

思います。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 資格があって、任用を繰

り返しても、しっかりと試験を受けて入ってきて

いただきたいという、そういう答弁だったと思い

ます。ちょっと矛盾したところがあると思います

が、そういう考えだと、市のほうはわかりました。 

  ただ、官製ワーキングプア、今度の通知もあり

ます。しっかりとこういったもの、受けとめなが

ら市のほうで対応していってほしいと思います。 

  それでは、３の中に国保や年金のお話をしてお

きましたけれども、こういったものはしっかりと

対応しているというお話でございました。 

  私たち日本共産党は、国会と地方でも質問など

で脱法的なやり方は許されない、官製ワーキング

プア、なくすべきだと、正規の雇用化を行うべき

だと、こう求めてきました。通知の内容をしっか

りと活用して対応するよう、さらに求めていきた

いと求めるものです。 

  ⑷に入ります。国は任期付短時間勤務職員の積

極的活用を強調しているが、臨時・非正規や現在

任用期間の定めのない自治労連で検討中の短時間

公務員制度の確立こそ急ぐべきだというお話をし

ました。答弁がありました。現行の対応の中で適

切に対応したいというお話でございますございま

した。 

  そこで伺っていきます。国が任期付短時間勤務

職員の積極的活用を強調している理由をどのよう

にとらえていますか。聞かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 国のほうにおきまして

は、任期付職員、短時間というふうなことを推奨

しているわけでございますけれども、やはりその

任用に当たりましては、いろいろな形態があると

いうふうな中で、それぞれに仕事の、職務の内容、

それに伴った勤務条件、そういったものがおのず

と違ってくるというふうなことになります。国が

言っていますのは、そんな中でやはりある程度の

責任なり職務内容というものについては、それな

りの身分の確保、勤務条件の確保も考えたほうが

いいんではないかというふうなことで、その任用

形態の一つとして任期付職員というふうな制度も

あるので、活用をしてもらいたいというふうなこ

とで理解をしております。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） いろいろな雇用形態の中

で、勤務条件の一つとして国が勧めているんだと、

そういう受けとめということでよろしいんだと思

いますが、総務省は官製ワーキングプアの解消を

掲げながら、一方で雇いどめしやすい任期付短時

間勤務職員の積極的活用を強調しています。臨

時・非常勤職員の待遇確保によって継続的に活用

しながら任期付職員へ置きかえの促進を狙うもの

です。自治労連は、通知の改善面を生かし、非正

規雇用職員の待遇改善と働き続けられる職場づく

りを進めるよう呼びかけています。任期付短時間
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勤務職員の活用では、専門性や継続性の確保、雇

用の安定といった問題を解決することはできませ

ん。官製ワーキングプア、続けるというのが国の

方針です。臨時・非正規からも任期の定めのない

短時間公務員制度の確立を早急に求めるものです。

那須塩原市を非正規ではなく、正規雇用が当たり

前の職場に近づけていくことこそ、定住促進にも

つながる、こう確信するものです。 

  以上で、この項の質問を終わります。 

  続きまして、４番の米価対策です。 

  2014年産米の概算金が出始めました。コシヒカ

リの価格では、生産費をも下回る１万円を割る異

常事態となっています。国への働きかけについて

本市の考えを求めるものです。 

  ⑴です。稲作農家が再生産の意欲を保つことが

できるよう緊急措置を国に要請する考えはありま

すか。 

  ⑵です。2010、2013年度に隔離対策が行われま

したが、決定が２月、３月とずれ込み、下落への

歯どめの効果は薄れる結果となりました。国に早

目の隔離対策を求める考えがありますか。 

  以上、２点について伺うものです。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 髙久議員の質問にお答え

いたします。 

  米価対策でございますが、緊急措置を国に要請

する考えがあるかどうかですが、ＪＡ全農とちぎ

においては、今年度産コシヒカリの概算金を内金

方式として出荷時点で１俵当たり8,000円の内金

をまず支払い、販売の見通しが立った時点で追加

払いを行い、全てが、総合的に販売が終了した時

点で精算金を支払うと。昨年までは２段階だった

ものがことしから３回に分けて支払いを進めると、

こういうことが発表されております。この8,000

円の内金については、昨年の１万1,800円に比べ

ると何と3,800円、こういう大きな収入の減少に

なると、こういうことが発表されております。国

においては、減収の一部を補塡する影響緩和措置

を講ずるとしておりますが、現時点でその実態を

正確に掌握しておりません。払うと、こういう状

況、この影響緩和措置を出動させると、こういう

状況に至っております。 

  主食用米の価格は、今後も低迷すると推測され

る中、那須野農業協同組合においては、主食用米

から転換作物として飼料用米の活用について研究

を始めており、この研究調査には市も参加をして

おります。また、８月中旬には那須野農業協同組

合の組合長、専務、常務のほか幹部の皆さんと、

私を初め、副市長、農務担当職員とによる農政に

ついての懇談会を開催し、飼料用米の活用研究を

初めとする今後の方向性、可能性について共通認

識を図りました。具体的にその場で話し合われた

ことは、私も余り知りませんでしたが、主食用米

より飼料用米をつくったほうがもしかすると収入

がふえちゃうと、こういうとてもおかしな状況が

今予想されていると、こういうことで、ＪＡ関係

者の危機感は極めて強いと、こういう状況にござ

います。 

  今後も、これらの状況を踏まえて緊急措置の要

望については、主食用米の市場価格に注視しつつ、

栃木県、農業関係団体等と情報を共有しながら、

必要に応じて対応をしていきたいと考えておりま

す。 

  続きまして、⑵の国に早目の隔離対策を求める

考えがあるかどうかの質問ですが、隔離対策は、

過剰米を市場から隔離することで、過去にも行っ

ておりますが、米の値下がりに歯どめがかかるも

のであり、その量や時期により効果には差がある
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とも言われております。隔離することで米の値下

げに歯どめをかけることが期待できはいたします

が、市場原理からすれば、米の価格は需要と供給

のバランスにより決定されるものであることから、

市といたしましては国の緊急措置の要請と同様な

対応にしていきたいと現時点で考えております。 

  第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。市長

の言うとおり、コシヒカリ、１万円を下回るとい

う状況から内金方式で8,000円ということで、さ

らに下がったという大変な状況になっています。

支払方法は先ほど市長がおっしゃったとおりです。

こういう状況に、千葉県匝瑳市の農業委員会、こ

こは国に米価暴落に対する緊急措置を求めて建議

を国に提出したと、農業委員会、もう少しすると

危ないから、このまま進むとこういったこともで

きなくなると、農家はさらに手足を縛られるとい

う状況に農業政策ではなってしまうかと思います

が、そういうことをやった農業委員会もあるとい

うことでお話をしていきたいと思います。緊急措

置ということでお話をしました。 

  その中で、ナラシ対策というのが対応されると

いうのが報道されました。このナラシ対策に国は

15年の予算にということで、15年の概算要求に収

入減少影響緩和対策移行円滑化対策と、こういう

名前だそうですが、274億円を盛り込みました。

ナラシ対策に加入していないが、米の直接支払交

付金に加入し、米の生産調整に参加した農家が対

象になるとしています。 

  そこで伺っていきます。一定の補償が発表され

ましたが、補償を受けられるのは米生産農家全て

になるのでしょうか。米、麦、大豆など2014年の

収入が確定して、15年度に交付するとしています

が、米だけしか生産販売していない小規模農家も

受けられるのでしょうか。生産を続けるか、やめ

るか、米生産農家や兼業農家にとっては大変大事

なことなので、わかりやすく答弁していただきた

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ただいまございま

した収入減少影響緩和対策というようなところで、

俗に言うナラシという対策でございますが、こち

らの対象となる米農家はどういう米農家かという

ことだと思うんですが、まず耕作面積が４ha以上

の認定農業者等を対象にしました農業者の拠出金

を払っている皆さんを対象としたものといたしま

して、標準的収入から販売収入を引いたとき、販

売収入が下回った場合は、その下回った損失額の

９割を補塡するというものが１つあります。今言

ったお話は耕作面積が４ha以上ということで、認

定農業者であるという方々が対象です。 

  これ以外の方々ということについては、４haと

いう面積要件を満たしていませんが、ただし生産

調整に参加している農家、ほとんどの方が生産調

整に参加しているということで我々は理解してお

りますが、そういう方々につきましては、これは

先ほどお話しいただきましたナラシ移行のための

円滑化対策ということで、今年度に限って、やは

り標準的収入と販売収入の差額金額の、要は減収

額の３分の１を補塡するというような制度になっ

ているということでございます。 

  我々としましては、これによりまして限りなく

ほとんどの稲作農家がカバーできるのかなという

ふうに理解しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。あり

がとうございます。 
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  さらに、この補償の内容と米農家対策について

伺っていきたいと思います。 

  この制度、今部長がおっしゃいました単年度限

りで、補塡水準はナラシ対策よりも低いと。認定

農家は４ha以上、こちらは９割、そして小規模農

家は３分の１ということで、私受けとめました。

これでいいかどうかも後で聞かせてください。農

家経営がどこまで安定するかは未知数だとも言わ

れております。10ａ当たりで換算するとどのぐら

いになるんでしょうか。これもあわせて聞かせて

ください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ただいま、10ａ当

たりの収入ということだったんですが、私ども１

俵当たりということで手持ちのほうの計算をして

いますので、今年度8,000円だったということを

想定しての話でよろしいですか。そうしますと、

標準的収入というものにつきましては、栃木県の

平均値ということで整理されていますので、そち

らにつきましては１俵当たり１万3,573円という

ことになります。それに対しまして、販売的収入

ということで、こちらについても8,000円という

ことで計算させていただきますと、こちらが、大

変失礼いたしました。要は、先ほどお話ししまし

た４ha以上の認定農業者の場合の、要は標準的収

入額から販売収入額を引いた額というものが実質

の損失額が幾らかということでございますが、そ

ちらにつきましては、５万999円ということにな

りまして、１俵当たりになりまして、その９割が

補塡されるということでございますので、４万

5,899円が国のほうによって補塡される額という

ことでございます。これを１俵当たりに換算いた

しますと5,016円ということでございます。した

がいまして、ナラシ対策の場合は全部で実入りと

してあるものが、まず8,000円の内金、プラス今

言いました政府のほうのナラシ補塡ということで

5,016円、さらに生産調整協力金というのがござ

いますので、それが793円ということになります。

合計といたしまして１万3,809円ということがナ

ラシ対策でもってカバーされる金額だということ

でございます。 

  ナラシがない４ha以下の方のお話をさせていた

だきますと、こちらにつきましては、損失の補塡

額が1,881円ということになります。したがいま

して、8,000円に1,881円を足して、さらに先ほど

言った生産調整協力金が793円足されますので、

合わせまして１万674円が、要するに農家の手元

に入る、損失額も含めた額だということでござい

ます。すみません。大変てこずりまして、申しわ

けございません。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） ありがとうございました。

大変な計算を急いでやらせてしまって、申しわけ

ありません。 

  那須塩原市の農家の皆さんが大変心配している

額です。これから農業をどうするか、そういう大

きな問題です。ただ、さらに来年からの話になり

ますが、一方でこのナラシ対策は15年度から面積

要件を廃止するとしています。聞こえはいいんで

すが、対象は認定農家と農業法人とされています。

小規模農家は加入すらできないと、そう私は文章

から判断しましたが、これでいいんだと思うんで

すが、小規模農家切り捨てではないかと、こうい

う不安が農家に広がっています。日本で家族農業、

４ha以下の小規模農家を切り捨てて、自給率が向

上するとは考えられません。世界の農業は家族で

経営するのが、経営できる農業を大事にするとい

う政策を中心に据えました。この流れに、今回の

対応はＴＰＰと同じように逆行します。 
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  そこで伺います。農水省は今回の特例措置を通

し、ナラシ対策への加入を促すとしています。一

方で、小規模農家からは来年はナラシにも加入す

ることはできない、そういうことになります。農

業を市の基幹産業を位置づける那須塩原市はどの

ように捉えていますか。市の考えを聞かせてくだ

さい。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 議員の認識とちょ

っと違うんですが、小規模農家がナラシ対策を受

けられないということじゃなくて、要は今まで面

積要件というものがあって入れない農家がいたわ

けです、そのセーフティーネットというものに。

それを来年度から、面積要件を外します。そのか

わり、小規模の農家の皆さんも優良農家であれば、

要はちゃんと農業者が払うべき拠出金というもの

を払って、セーフティーネットというものに乗っ

ていただければ、ナラシ対策同様９割については

今後についても補償するというような内容になっ

ているというふうに私どもとしては認識している

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 私のほうの認識が間違っ

ていてよかったということになるんだろうと思い

ます。ぜひとも今度の件は、それにしてもやはり

国の農業の方向が世界で競争できる農業と、こう

いう位置づけで、そういう方向にこれからもさら

に進んでいくものと思います。那須塩原市の農家、

そして日本の多くの農家が、意欲ある農家の全て

が安心して生産できる農業を求めるものです。 

  ⑵に移っていきます。 

  2010年、2013年度に隔離対策が行われた結果が

２月、４月とずれ込んだため下落への歯どめの効

果は薄れる結果となりました。それについても答

弁がありました。需要と供給との関係で、この値

段とか、こういったものは決まってくるものと、

そういう答弁だったと思います。国と同じ方向で、

こういった考え、進めていきたいという答弁だっ

たと思います。意欲ある農家が安心して営める農

家、那須塩原市の基幹産業である農業をしっかり

と支えられる市の対策を求めて、今回の質問を以

上で終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、11番、髙久好一君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  市政一般質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆君） 以上で、本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０６分 

 




